
午前１０時１６分 開議

○議長（堀口武視君） ただいまから平成１６年第

１回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２１番 真砂 満君、２

２番 巴里英一君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、一般質問を議題といたします。

この際申し上げます。本定例会における一般質

問の各質問者の持ち時間については、その答弁も

含め１人１時間といたします。

これより順次一般質問を許可いたします。

まず初めに、１４番 南 良徳君の質問を許可

いたします。南 良徳君。

傍聴者、脱帽してください。

○１４番（南 良徳君） おはようございます。２

１世紀クラブの南 良徳でございます。若干本会

議がおくれましたけども、４５分でできるかどう

かわかりませんけども、頑張ってやってみたいと

思います。

平成１６年第１回定例会に臨み、大綱５点にわ

たって質問をさせていただきます。昨日の代表質

問と重複するところが若干あるかもわかりません

が、よろしくお願いいたします。

まず、大綱１点目の環境問題についてお伺いい

たします。

２１世紀は環境の時代と言われ、環境に関して

地球規模でさまざまな取り組みがなされています。

大阪府においても、平成６年３月に大阪府環境基

本条例を制定されました。さらに、平成１５年３

月に、大阪府循環型社会形成推進条例が制定され

ました。この条例は基本条例にのっとり、循環型

社会の形成に関し、府、事業者及び府民の責務を

明確にし、循環型社会の形成に関する施策の基本

となるものを定めています。

本市のスローガンは「水・緑・夢あふれる生活

創造都市 泉南」の実現であります。まさに水、

緑の保全をし、良好な環境を将来に継承していく
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かであります。

そういった中、平成１５年３月に、緑に関する

施策について泉南市みどりの基本計画を策定され

ました。しかしながら、市民が健康で文化的な生

活を営む上で必要となる良好な環境の保全並びに

快適な環境の維持をしていくためには、基本理念

をきっちり定め、それぞれの責務を明確にし、そ

れによって基本施策を遂行していくことが重要で

あります。そういった方針がなければ、かけ声だ

けのスローガンとなってしまうのではないでしょ

うか。

現行の環境保全についての条例では不備と言わ

ざるを得ないと考え、環境基本条例の制定と環境

基本計画を策定すべきと考えますが、お考えをお

聞きいたします。

環境問題２点目は、ただいま申し上げた理念や

基本方針をもとに環境問題に取り組むための機関

設置についてであります。

循環型社会の形成に向け、リサイクルやごみの

減量化、さらには自然との共生等について、多く

の御意見をいただけるよう協議会のようなものを

設置してはどうかと考えますが、いかがでしょう

か。

先般、公害対策審議会が約１０年ぶりに開かれ

たようでありますが、公害に絞るのではなく、広

く環境問題について議論すべきと考えますが、い

かがでしょうか。

大綱２点目は、健康づくりについてお伺いいた

します。

市民の健康についての大きな不安として、休日

・夜間診療所の設置があります。平成１６年の市

政運営方針で、市民がいつでも必要に応じて安心

して利用できる医療システムの確立に努めると述

べられていますが、具体の休日・夜間診療所につ

いては述べられていません。

私も質問のたびにこの問題についてお聞きして

いますが、一向に進捗していないようであります。

何が問題なのか、問題を解決するためどういった

対応をされているのか、改めてお聞きいたします。

また、今般砂川厚生福祉センターの救護施設が

りんくうタウンに移転されるようですが、泉南福

祉医療保健ゾーン内に確保されているこの施設の



用地との関連についてお聞きをいたします。

大綱３点目は、まちづくり、とりわけ都市計画

を中心にお伺いいたします。

先般、泉南市都市計画審議会が開催され、南部

大阪都市計画区域区分の変更について審議をされ

ました。これについては都市計画法の改正に伴う

もので、都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針を新たに定めることとなっています。

このことにつきまして、都市計画審議会会長よ

り６点にわたり市長に対し答申をされていますが、

それらの意見も踏まえ、本市の都市計画について

基本的なお考えを簡単にお聞かせください。

次に、近郊緑地保全区域についてお伺いいたし

ます。

この区域は、無秩序な市街地化の防止、住民の

健全な心身の保持・増進、公害・災害の防止とい

った観点から、国土交通大臣が指定するものとな

っています。

平成１２年３月に当時の国土庁が策定した第５

次近畿圏基本整備計画の中で、地域の特性に応じ

た緑の量的確保、質的向上を計画的に推進すると

していますが、本市において整合しない区域につ

いては線引きの変更をすべきであり、今回この都

市計画審議会答申に盛り込まれておりますが、こ

の問題についてのお考えと今後の対応についてお

聞きいたします。

また、府の方針案では、地域との協働によるま

ちづくりとして、計画の策定や事業実施、維持管

理のそれぞれの段階で、地域住民、民事事業者、

ＮＰＯ、まちづくり専門家等の参加を促進し、官

民の連携を図るとなっていますが、砂川駅周辺整

備ではこういった連携を考えておられるのか、お

伺いいたします。

私は、都市計画については、今回のように大阪

府を大きく４ブロックに分け、網をかぶせるよう

なものではなく、その地域の特性を生かしたまち

づくりを考えるということが重要だと思います。

そういった観点から、現在緑地となっているり

んくうタウンの海浜部について見直しをしてはど

うかと考えています。ここには道の駅的施設の計

画もあり、市政運営方針で述べられておられる個

性あるまちの顔づくりとして魅力ある都市景観を
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築くとなっていますが、この施設だけではなく、

海浜部のロケーションを生かした泉南の顔づくり

をしてはどうかと思います。単なる緑地としてで

はなく、観光の観点も取り入れ、活用してはいか

がでしょうか。

また、りんくうタウンにイオンモールの出店が

決まりましたが、樽井駅とりんくうタウンとのア

クセスについてお聞きをいたします。

以前からこのアクセスについては要望もし、進

捗については何回か質問をさせていただきました。

南海電鉄との協議や財政上の問題もあり、現在整

備には至っておりません。イオンモールの出店に

伴う交通手段としては、主に車が中心であり、現

在交通量調査や警察との協議をされているようで

すが、電車を利用される方は樽井駅となります。

先般、イオンモールより泉南市開発審査会に提

出された報告では、主要駅からの交通アクセスに

ついて、路線バスの運行により、りんくうタウン

駅から３０往復程度、樽井駅前から１５往復程度

を考えておられるようですが、イオンモールの出

店もあり、定借方式の採用によりりんくうタウン

への企業進出が増加しています。そういった状況

を踏まえ、早急にこのアクセス道路を整備すべき

と考えますが、いかがでしょうか。

大綱４点目は、観光施策についてお伺いいたし

ます。

国において観光立国構想により行動計画が示さ

れています。この中で、アジアの国々は観光と自

国の国力を高め、文化を諸外国に発信する有力な

手段ととらえていること、同時に観光は経済に刺

激を与え、教育を充実し、国民の国際性を高める

ものであり、まさに国の将来、地域の未来を切り

開く有力な手段であると言っても過言でないこと、

また観光の原点は、ただ単に名所や風景などの光

を見ることだけではなく、地域に住む人々がその

地に住むことに誇りを持つことができ、幸せを感

じられることによって、その地域が光を示すこと

にあるとなっています。また、地域の輝く個性を

発揮する１地域１観光を推進するため、地方自治

体等地元が主体的に実施するものであるとなって

います。

そこで、本市として、こういった観光振興につ



いてどういった取り組みをされるのか、また今後

のビジョンもあわせてお聞きいたします。

次に、観光とも関連する関空国内線の伊丹シフ

トについてお伺いいたします。

本年は開港１０周年の節目の年でありますが、

開港時と比較して、国内線は伊丹にシフトされて

います。開港時は２４路線、ピーク時は３３路線

だったのが、２月現在で１７路線となっています。

路線の減少については、運航コストが高いのが大

きな理由だと思いますが、２００４年度で一定の

着陸料を割り引きすると関空会社から発表されま

した。当然、企業努力は必要ですが、地元自治体

としても汗をかかなければ、この伊丹シフトはと

まらないと思います。この問題について、関空協

ではどういった議論をされ、どういった対応をさ

れているのか、お聞きいたします。

最後に、雇用問題についてお伺いいたします。

雇用情勢は、大企業を中心とした景気回復によ

り若干改善しているものの厳しい状況であります。

本市においても例外ではないと思いますが、りん

くうタウンへの企業進出による雇用の創出が期待

されるところであります。そういった企業に対し、

市民の雇用についてどういった対応をされている

のか、お聞きいたします。

以上、大綱５点について質問をさせていただき

ました。理事者の御答弁よろしくお願い申し上げ、

壇上からの質問を終わります。

○議長（堀口武視君） ただいまの南議員の質問に

対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から環境基本計画、

基本条例の制定についての御質問にお答えを申し

上げます。

環境問題は、近年、従来の産業公害から都市・

生活公害へと質的に転換しており、生活全般に及

ぶ多岐なものとなっております。

本市における環境問題に対する先進的な取り組

みといたしましては、平成１４年２月に泉南市地

域新エネルギービジョンを策定いたしております。

これは新エネルギーを積極的に導入することで、

地球温暖化や生活環境の悪化を防止しようという

１つの環境保全施策でございまして、平成１５年

３月には砂川老人集会場に３キロワットの太陽光
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発電システムを設置しております。

また、美化条例につきましては、先般厚生消防

常任委員会協議会にその素案を提出させていただ

き、委員各位よりのさまざまな御意見を参考に、

素案の見直し作業を行っているところでございま

す。

環境問題は非常に多岐に及ぶため、それを網羅

する基本条例につきましては、先進自治体の事例

を詳細に研究しますとともに、近隣市町村の動向

を見てまいりたいと存じております。現在、過去

からも資料の収集等行って検討をいたしていると

ころでございます。その一方で、環境問題に対す

る具体的な取り組みとして、泉南市の美化に特化

した条例の策定をしてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、環境問題を議論する機関設置につ

いての御質問にお答えいたします。

環境問題が大気汚染や悪臭といった都市公害か

ら地球温暖化も含めた地球環境まで広範囲であり

ますし、また質的にも身近なものから専門知識を

有する高度なものまでさまざまでございます。

このため、機関の設置につきましては、機関の

目的、対象となる範囲、機関の行政に対する位置

づけなどを明らかにする必要がございますので、

御提案につきましては、今後検討してまいりたい

と考えております。

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 健

康問題の休日・夜間診療所の進捗につきましてお

答えいたします。

休日・夜間診療所につきましては、泉州保健医

療協議会におきまして、泉佐野市以南にもう１カ

所が必要であると提起されまして、大阪府から示

されております泉南福祉医療保健ゾーン整備計画

の中で位置づけされてございます。

これまで阪南市と岬町の２市１町で設置場所、

建物の規模、運営形態、建設費及び運営経費等に

つきまして事務レベルで検討を進めてきておりま

すが、設置の必要性につきましては各市町とも十

分認識しておりますが、設置場所や費用負担等の

問題もございまして、合意形成に至っておらない

というのが現状でございます。



また、設置場所につきましては、泉南福祉医療

保健ゾーン内で用地を確保してございますが、済

生会の旧泉南病院の健診センターの活用につきま

しても検討を行っているところでございます。

現在、休日・夜間診療の小児救急医療体制につ

きましては、日曜日、休日の昼間は休日診療所で、

また土曜日、日曜日、休日の夜間につきましては

輪番６病院で受け入れておりまして、高石市以南

の広域で代用しているところでございます。

また、初期医療いわゆる一次救急でございます

が、これが増加いたしまして二次救急医療機関へ

殺到いたしておりまして、受け入れが恒常的に飽

和状態となっており、二次救急の対応に支障が出

ているというふうに伺っております。

そのため、泉州保健医療協議会の医療部会で、

小児初期救急医療体制確保検討関係者会議を本年

２月に開催し、関係する医師会、輪番の６病院及

び行政の三者で救急医療体制の確保について検討

を行ってきております。

本市としましては、このような小児救急の現状

を踏まえ、関係機関等とも十分連携を図りながら、

休日・夜間診療問題に取り組んでまいりたいと考

えております。

なお、御指摘の救護施設の関係でございますが、

現在大阪府におきまして、泉南福祉医療保健ゾー

ンに救護施設の移転用地として計画しております

用地との関連でございますが、救護施設の移転用

地につきましては、ゾーンの新泉南病院、特別養

護老人ホーム、老人保健施設の建物、また休日・

夜間診療所予定地のこのゾーンの道路を挟んだ前

側の区画としてなっておりますので、その点よろ

しくお願いいたします。

○議長（堀口武視君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 南議員からまち

づくりにつきまして４点ほど御質問がございまし

た。これに御答弁を申し上げます。

まず、第１点目の都市計画の基本的な考え方と

いうことでございますけれども、先日、本市の都

市計画審議会で審議をいただきました都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる都市計

画区域マスタープランは、都市計画区域を一体の

都市として、都道府県が一市町村を超える広域的
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見地から、区域区分を初めとした都市計画の基本

的な方針を定めるというものでございました。

一方、都市計画法に基づきます市町村の都市計

画に関する基本的な方針いわゆる市町村マスター

プランと、こういうものがございまして、これは

住民に最も身近な地方公共団体でございます市町

村が、より地域に密着した見地から、その創意工

夫のもとに都市計画の方針を定めるというもので

ございます。

本市におきましては、この市町村マスタープラ

ンは平成１０年度に作成をしてございまして、同

年度に審議会において承認をいただいているとい

うものでございます。当然、この市町村マスター

プランは、本市の独自性が出ている計画であると

いうふうに考えておりますし、これを基本として

今後も都市計画は執行されていくものであるとい

うふうに考えておるところでございます。

次に、砂川駅の整備でございますが、この駅前

地区につきましては、本市山側の拠点にふさわし

い整備を図る必要があるというふうに考えており

ます。都市計画道路砂川樫井線及び信達樽井線の

交わる和泉砂川駅前は、交通広場と都市計画道路

がセットで整備されなくては事業効果が低くなる

というふうに思われます。

また、この駅前は交通結節点として位置づけら

れ、駅、交通広場、道路などの施設についてもバ

リアフリー化を行う必要があるというふうに考え

ております。このことから、平成１４年度におき

まして和泉砂川駅周辺地区交通バリアフリー法基

本構想を策定したことは、議員も御承知かと思い

ます。

今年度は交通広場及び道路の都市計画変更を行

うべく基本設計を行っておりますが、並行して大

阪府の関係部局と和泉砂川駅周辺整備会議を立ち

上げ、意見交換を行っているところでございまし

て、平成１６年度には都市計画の変更、事業認可

等を含め進めてまいる予定でございます。

次に、道の駅的施設、海浜部ということで、海

浜部について御答弁を申し上げます。

りんくうタウンのロケーションのよいところの

活用を図るために、都市計画緑地りんくう公園の

変更や廃止が必要ではないのかということでござ



いますが、現在その活用につきまして、もろもろ

計画の検討中でございますので、計画によりまし

ては、この公園のまま利用できる場合もあるかと

いうふうに思いますので、利用形態が固まり次第、

必要があれば手続を行いたいというふうに考えて

いるところでございます。

次に、樽井駅－りんくうタウンのアクセス道路

について御質問がございました。

樽井駅前整備につきましては、駅周辺地区を本

市の海側の都市核というふうに位置づけまして、

駅前にふさわしい整備を目指し、これまで取り組

んでまいったところでございます。しかしながら、

景気の悪化等によりまして、事業推進については

非常に厳しい状況でございます。そのような状況

の中で、樽井駅の山側につきましては、暫定では

ございますが、駅前交通広場の整備を行ってまい

りました。

りんくうタウン側への交通広場等の整備に関し

ましては、現在自動車教習所並びに大規模工場が

立地しておりますが、土地は樽井財産区が相当数

所有しているというところでございます。

したがいまして、本市が何らかの展開を図る際

には、いろいろと課題もございますけれども、協

力をお願いすることは可能ではないかというふう

に考えておるところでございます。社会情勢並び

に財政状況も勘案した上で、将来的には本地区の

交通結節点機能の整備、駅からりんくうタウンの

アクセス向上を図るための道路、駅前交通広場な

どの公共施設の整備を検討しなければいけないと

いうふうに考えてるところでございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） それでは、私

の方から、南議員のまちづくりの中で道の駅的施

設との御質問ございましたので、御答弁さしてい

ただきます。

道の駅的施設につきましては、現在基本計画策

定を行い、規模等について調査しているところで

ございます。今後、運営方法や施設を運営してい

くための収支計画の調査、全体の運営、経営の研

究、経営指導、収支見込み、これらの調査を行う

予定であります。

－６３－

その中で、施設面につきましては、特色ある施

設として考えておりまして、不特定多数の利用を

見込める施設づくりを考え、泉南の特色を生かし

た物販の販売などにより、人を引き寄せるための

運営方法など、魅力ある施設づくりを関係機関で

ある商工会とともに協議してまいりたいと考えて

おります。

当然、この中にも観光を取り入れた施設である

とともに、本市の観光情報の発信地としての整備

も考えていきたい、このように考えておりますの

で、よろしくお願いします。

続きまして、本市の観光施策についてというこ

とについてお答えさしていただきます。

本市の観光の振興施策につきましては、関西国

際空港ができたことで１つの観光スポットが注目

されることとなり、これを起点に泉南市の魅力で

ある海辺から山間部における観光の原点を引き出

してまいりたいというふうに考えております。

さらに、観光客の増加を図り、なおかつ経費が

余りかからない体験や参加型の観光、いわゆるグ

リーンツーリズムなどを積極的に取り入れ、本市

の観光振興に努めてまいりたいと思っております。

その一環として、昨年秋から行っております泉

南市生涯学習まちづくり事業において、泉南ルネ

ッサンスカレッジを創設し、文化・歴史学科、国

内外交流学科、自然学科の講演などを行う中で、

観光をも視野に入れ、泉南案内人の育成講座によ

る観光ボランティアの育成などの事業を展開して

まいりました。さらに、根来街道グリーンツーリ

ズム連絡会による府県境を越えた地域と連携して

の観光、交流の取り組みを引き続きこれらについ

ては進めてまいりたいというふうに考えてるとこ

ろでございます。

また、広域的な観光施策につきましては、岸和

田以南の５市３町で構成する華やいで大阪・南泉

州観光キャンペーン推進協議会とも連携しながら、

観光に力を注ぎたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。

続きまして、企業進出に伴う雇用創出について

御答弁さしていただきます。

議員御存じのとおり、イオンモールや他の企業

がりんくうタウンに出店並びに進出予定でありま



す。そこで雇用が図られることから、イオンモー

ル等がハローワークに雇用のための情報を提供す

るものと認識しているところでございます。

この雇用の募集に対して、本市といたしまして

も地元雇用促進のため、イオンモールに機会ある

ごとに泉南市民の優先雇用を強く申し入れている

ところでありまして、イオン側も理解をいただい

てるところであります。

さらに、募集に係る求人情報等について、事前

に提供していただけるよう交渉するとともに、就

職希望者が面接などを受けやすい環境をつくるた

め、市域内での場所の提供、これらのことを考え

ていきたいと思いますので、よろしく御理解賜り

たいと思います。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 私の方から、南議員御

質問の近郊緑地保全区域の見直しについて御答弁

申し上げます。

近郊緑地保全区域の見直しにつきましては、法

の趣旨から近畿圏全体の近郊緑地の保全に大きく

関連することであり、その変更を行うためには、

国・府の各機関と十分な検討、調整を図る必要が

あると考えております。

現在の近郊緑地保全区域内には、法の趣旨に合

致しない区域が一部に存在することは認識してお

りますが、近畿圏整備法による近郊緑地の線引き

から３０年以上の期間が経過し、社会情勢も大き

く変化してきておりますので、見直しについての

検討を行う必要もあるのではないかと、このよう

に考えております。

今後は、近郊緑地の見直しの機会を探りつつ、

見直しに際しましては、本市としまして現状の土

地利用について十分調査を行い、土地の利用状況

に即した近郊緑地保全区域の線引きを行うよう、

大阪府、その他の関係機関に要望してまいりたい

と、このように考えております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 金田総務部次長。

○総務部次長（金田俊二君） それでは、私の方か

ら関空の国内線の伊丹シフトの件につきまして御

答弁申し上げます。

－６４－

関西国際空港の国内線の便数減の状況につきま

しては、深刻な問題となってきております。この

国内線の伊丹シフトにつきましては、地元市はも

ちろんのこと、関西国際空港株式会社におきまし

ても最も危機感を抱いている事項でございます。

そのため、今月の３日には、国内線の問題に集

中的に取り組む姿勢の一環といたしまして、関空

では着陸料の引き下げ及び営業割引を発表したと

ころでございます。現在の関空の厳しい経営状況

の中では、画期的な決断ではないかと考えており

ます。

次に、議員御指摘の地元９市４町で構成されて

おります泉州市・町関西国際空港対策協議会、い

わゆる関空協におきましても、この国内線の問題

につきましては最重点課題の１つでございまして、

昨年の羽田便の７時間空白問題時におきましても、

大阪府や促進協とともに強く申し入れ、満足では

ございませんが、一定の成果として空白が５時間

となった経緯もございます。

また、毎年度９市４町がそろって国土交通省を

中心に要望活動もいたしておるところでございま

す。昨年の１２月３日にも、会長市でございます

貝塚市長とともにこの問題につきまして強く申し

入れてきたところでございます。

本市といたしましても、今後とも地元９市４町

が一致協力してこの問題に当たる必要があると考

えているところでございます。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 南議員。

○１４番（南 良徳君） それでは、時間がござい

ますので、再質問をさせていただきます。

一通り御答弁いただいたのですが、まず基本条

例について、これは１４年第２回定例会の私の質

問で、市長から長期的な視点から総合的、計画的

に必要であるという御答弁はいただいてまして、

約２年が経過しております。一般的に長期的とい

いますと５年から１０年と、こういうふうなこと

になろうかなというふうに思います。

そういうふうな条例が必要という御認識はわか

るんですが、私は今回ももう既にここ何回でしょ

う、何年と言っていいんか、悪臭問題が出てまし

て、公害となるといろいろ問題になってきて対応



していくと、こういうことですね。川についても、

汚染をされて結果として物すごい汚れてる、樫井

川がワーストワンだと言うてから何かワーッと言

うて、そういうふうな結果の中で対応していくと

いうのが、一般的な今の状況ではなかろうかなと

思うんですね。

私が申し上げてるのは、いわゆるその前段階か

らやはりそういった行政あるいは市民が一体とな

って、監視をしたり啓発をしたりしながら、川が

汚れるというのは汚れる原因があるわけですから、

その原因の段階で汚さないようにしていくことに

よって、きれいになっていく。

今、あちらこちらで川の清掃とかやられてます

けども、本当に自転車が入ってたり、いわゆる粗

大ごみに相当するもんも結構あるようでございま

すし、それ以上にいろいろ洗剤とか家庭排水の問

題とか、そういったことによって川が汚れていく。

それを追っかけっこするというんですか、水質検

査をして、わあ汚れてるよ、大変やと、こういう

ふうな繰り返しをしてるような気がするんですよ。

なぜこれを申し上げてるかというと、そういっ

た理念あるいは基本方針を立てて、常日ごろから

そういった市民の御協力もいただきながらやって

いくためには、ちょっと今の本市の条例では不備

があるんではないかということを指摘さしていた

だいてるわけで、そういうことからすると、長期

的な視点というようなことでは、気がつけばもう

汚れてたと、こういうことになりかねませんので、

それで申し上げてるんです。

これがなかったらだめということじゃなくて、

取り組みのスローペースというのは、何か物事が

起こって問題視というんか、環境については別に

すぐにこうしたから結果が出るもんでもないから、

どっちかいうと後回しということにされがちなん

で、そこらも含めて、やはりこういった形で進め

ていくべきではないのかなと。

だから、きょうは市長の御答弁では、余り長期

的、長期とかいう言葉はなかったように思います

が、その辺改めて、短期とは言いませんが、もう

少しペースを速めてほしいので、再度御答弁をお

願いします。

○副議長（井原正太郎君） 向井市長。

－６５－

○市長（向井通彦君） 議員が今おっしゃいました

ように、平成１４年の一般質問でこの点の御提案

をいただいたわけでございまして、そのときには

長期的な視点から総合的、計画的に推進する云々

という答弁をさしていただいておりました。

その後、大阪府でも先ほど披瀝ありました循環

型の条例とか、あるいは他市町でもこの基本条例

にかかわる動きがございまして、そのデータ等に

ついては取り寄せて研究をいたしてるところでご

ざいます。

おっしゃいましたように、昔は高度成長期には

公害というのが一方で発生したということがあり

まして、そちらの方に視点が重きにいっておった

時代もあったというふうに思います。本市の条例

もそれに近い形になってるかというふうに思いま

す。

ただ、ここへ来まして、やはりもっとグローバ

ルな環境という問題が語られるようになりまして、

特に一市町だけではなく、また国レベルを越えて、

地球全体としての環境問題が論じられるようにな

ってきたわけでございます。したがって、やはり

それぞれの市町においても、基本となるような条

例というのが必要であるというのは、前にも御答

弁申し上げたところでございます。

したがって、御指摘いただきましたように、中

長期ということの御答弁はさしていただいており

ますが、速度を上げる形で、これら先進地のさら

なる研究を進めまして検討をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

これが１つのベースになるということでござい

ますんで、どちらかといいますと理念的な、精神

的な条例になろうかとは思いますが、やはりそう

いうことが市民の皆さんの１つの環境に対する一

定の取り組みの原点になろうかというふうに思っ

ておりますので、少し速度を速めさしていただき

たいと思います。

○副議長（井原正太郎君） 南議員。

○１４番（南 良徳君） ありがとうございます。

次に、休日・夜間診療所なんですが、今いろい

ろと御答弁をいただきました。前回に質問をさせ

ていただいたときの御答弁と同じような御答弁だ

ったように思うんです。



平成１８年には一応一定の結果を出さなければ

いけない。日にちがあるからゆっくりになってる

んか、あるいは大きな問題があって前へ進んでい

ないのか、その辺なんですが、特に今合併がある

から、もうその合併にからめていこうかなという

ふうなことに意識としてなってるんではないかな

という気がするんですよ。

当然、広域的な２市１町という中での位置づけ

ですから、各市町が合併の協議会のメンバーです

から、それはそれで進んでいくならばいいんです

けども、今余りにも部長の答弁が前回と同じでび

っくりしたんですね。全然進んでないですよね。

そういうことから、これ一体どうするつもりな

んですか。今、私がお聞きしてるように、もう合

併協議会の中で進めていくんだというふうな変更

をされてるのか、いやいや今までと同じように２

市１町でさらに進めていくんだ。それはどちらな

んでしょうか。まず、その辺をお聞きしたいと思

います。

○副議長（井原正太郎君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 休

日・夜間診療所の早期整備という観点からの御質

問かと思いますが、先ほども申し上げましたよう

に、事務レベルで検討する中でいろんな課題がご

ざいます。だから、１市ではなく２市１町が合意

しなければ前へ進めないと、こういう大きなハー

ドルがございますんで、合併の関係もございます

が、従来から広域の２市１町で検討してまいって

おります。

今後も、合併は合併として当然調整なり入るか

と思いますけども、従来からある課題でございま

すんで、合併でその調整が入れば当然やらなけれ

ばいけないし、また合併とは関係なくやっぱり従

来からの課題でございますんで、２市１町の問題

でもあるという経過がございますんで、その点、

今後とも精力的に検討していきたいと、このよう

に考えております。

○副議長（井原正太郎君） 南議員。

○１４番（南 良徳君） だから、無理ないところ

あると思うんですよ。事務レベルでということも

前回も質問の中で御答弁いただいたら、そういう

ことがあったんです。そのほか問題点も若干聞い

－６６－

たんですが、そういうときにやはり政治的な判断

というんか、いわゆる首長でこの問題についてど

うだという中でやってもらわないと、事務レベル

の中でその問題ばっかりぐるぐる回しにして、解

決しないと。多分そういうことで私はおくれてる

と思うんです。

そやから、これとこれについてはどうしてもも

う事務レベルではだめですよと、だから政治決着

を図ってくださいと。これをやった上で、さらに

またもう一度事務レベルへ戻して進めていくとい

うやり方にしないと、もうここが上でとまってし

まって事務レベルでどうしようもない、そのまま

動いてないような気がするんで、その問題につい

ては、さらに政治的な判断を仰ぎながらやってほ

しいなと、こういうふうに思います。

次に、私の質問が悪かったんか、山野部長ね、

このりんくうタウンの海浜部について、先ほど御

答弁では道の駅的な施設は公園施設として認めて

もらうんで、これはいけるかもわからない的な御

答弁になったんですが、私の申し上げてるんは、

そういうことではなしに、この道の駅的ももちろ

んここに建つわけですよ、どういう形にしてもね。

その道の駅的な施設も来ますので、あそこを泉南

市の顔的な、いわゆる緑地の都市計画の変更も含

めて、全般的な変更を考えられてはいかがかなと

いう質問なんですよ。ちょっと御答弁では、道の

駅的は多分変更せずとも建つと思うというような

御答弁だったと思うんです。

だから、申し上げたように、泉南のまちづくり

の中の顔づくりをあそこでしてはどうか。この際、

イオンが来まして、さらには道の駅的施設も来る

と。昨日も面積的なこととかいうような話もあり

ましたけども、やはりイオンモールの面積あるい

はまたこの道の駅の面積からすると、コバンザメ

の小判にもならんぐらいの面積かなと思うんです

けども、その辺どうなんですか。だから、ずうっ

と私は大きな観点から都市計画そのものをお聞き

しながら、じゃ、ここはどうなのという聞き方を

してるんで、若干取り違えてるように思うんです

よ。

そこらあたり、だから逆に泉南市のそういった

地域の特性、特にあの関空を望むロケーション、



夕陽の百選というて選んでいただいて、その辺の

ＰＲも幾らでしたか、３０万か３５万使って、百

選の１つには選ばれましたけども、じゃ、そのロ

ケーションをどうしていくんだとか、あるいはど

ういう施設でどうしていくんだとかいうようなこ

とをこの段階で見直していってはどうでしょうか

と、こういう質問だったんですが、その辺どうで

しょうか。

○副議長（井原正太郎君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 失礼をいたしま

した。道の駅に続いて質問がございましたので、

そうかなというふうに思ったところでございます。

当然、現在計画されてるというのが道の駅的な

ものでございますので、それによる都市計画決定

の変更等ということでお答えを申し上げたわけで

ございますけれども、現在特にこういう考え方で

どうこうするという予定は持ってございません。

ただ、議員が言われたように、将来的には当然

道の駅というのも来るでしょうし、それによるい

ろんな誘因といいますか、そういうものがあるだ

ろうということであれば、市として独自性のある

ものに変えるということもこれはあるかなという

ふうに考えておりまして、そのときは当然それな

りの手続はしなければいけないというふうに思っ

ております。

○副議長（井原正太郎君） 南議員。

○１４番（南 良徳君） わかりました。

次に、今の道駅的施設の関連なので、この施設

そのものは先ほど梶本部長から御答弁をいただき

ました。

もうひとつ私もよくわからないんですが、今年

度の予算で運営方法を調査されるということです

から、余りわからないのも無理はないのかなと思

いますけども、最初のコンサルに発注する段階で、

本市としての考え方、こういうことでというよう

なことは当然お願いされてると思うんです。

少なくても事業主体ですね。先ほど若干概要に

ついて御説明、御答弁いただいたんですが、例え

ば顧客についても不特定多数というようなことを

言われましたね。果たしてそういう不特定多数と

いうような対象でいいのかな。そら不特定多数に

こしたことはないんですが、もう少し例えば若者
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に絞るとか、あるいはイオンモールの来店客を主

にどうするとかいうような形でないと、道を通る

不特定多数というようなものでいいのかなという

気がいたします。

観光施設の発信地にもやりたいとか、あるいは

泉州の地のもの、海のもの、そういったものも販

売していくんだというようなことも若干触れられ

てますが、やはりそういった魅力あるものにして

いくためには、ある意味でターゲットも絞らなけ

ればいけないし、そしてはっきりふるさと創造館

的に泉南市の発信ということであれば、それを訴

えていかないと何かわからないと、こういうよう

なことにもなりかねないのかなという気がします。

少なくても事業主体をはっきりさしておく必要

もあるし、今後の運営方法の調査を待ってさらに

検討されるんでしょうけども、今私が申し上げて

ることに対して、今現在でさらにわかっておるこ

とがあれば御答弁をいただきたい。

○副議長（井原正太郎君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） ただいまの件

でございます。道の駅のとりあえず具体的という

んですか、今わかってるようなことでお話をまず

さしていただけたらというふうに思います。

一応道の駅的施設ということで考えておりまし

て、当然この中にありますのは無料休憩所とか、

それとかインフォメーション、案内並びに先ほど

言いました泉南市の観光等をＰＲする部分がござ

います。

それから、今回考えておりますのは物産コーナ

ー、この辺で泉南市の特産品をまず紹介する。そ

れでまた販売する。泉南の中には海の幸、山の幸、

それから平たん部のところでできるような幸、こ

れらのものがたくさんありますので、この辺のと

ころを強調した形で、ほかにないものを売れるよ

うな部分をつくっていきたいというふうに考えて

おります。

それから、先ほど議員からも御指摘ありました

し、この部分はロケーション的にはやはりすぐれ

たものがあります。空港、飛行機が見える、それ

からおっしゃられた夕陽百選にも選ばれてます。

ですから、そういうふうなことを活用した形で、

レストランなんかもこの中に設けていきたい、こ



のように考えております。まだ、具体的には基本

計画は出てないわけでございますけど、こんな中

でこれらをまとめていこうというふうに考えてお

ります。

それで、まず言われました１６年度の調査にな

ってくるんですけど、事業主体はどこやねんとい

うふうなお話でございますけれども、これにつき

ましても、建物と運営、この辺のところは一緒に

なるんか、分離するんかとか、どんな形でやって

いくのかという話は、現在のところは白紙でござ

います。第三セクターとかいろいろあるんですけ

ども、これについても長所、短所ございます。で

すから、これらを１６年度で勉強いたしまして、

やはり我々としては失敗のないものをやっていき

たいというふうに思っております。

ただ、考えておりますのは、運営につきまして

は、我々官の方がするというよりも民間の方にや

っていただく方がいいという、これはもう間違い

なくそういう運営をしていただきたいというふう

なことを思っております。

それから、顧客の対象でございますけど、先ほ

ど私、不特定多数というお話で幅広くお話しさし

てもらいました。当然、今の状況でできますと、

道路利用者、相当最近交通量がふえておりますの

で、そういう利用者が出てくると思います。それ

とか、イオンモールができますんで、ここで年間

１，２００万人の来場者があります。ですから、そ

のような方々も御利用いただけると思います。そ

れとか、先ほど言いました空港を見るとか、景色

を見るという意味で来られる観光客の方もおると

思います。

何よりも我々考えておりますのは、その中でや

はり泉南市しかないというふうなものを何とか売

っていきたいなというふうに思います。これが泉

南ブランドというんですか、このようなものをこ

の中で何とかすることによって、泉南市のＰＲ、

そして泉南の特色というものをぜひともここで出

していきたいなというふうに思ってます。

ですから、そのようなことで、まだまだちょっ

と具体的にお話しはできないんですけれども、で

きないというより調査してないんですけれども、

これから煮詰めて、本当に間違いのないものとい
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う形で積み上げていきたいというふうに考えてお

りますんで、よろしくお願いします。

以上です。

○副議長（井原正太郎君） 南議員。

○１４番（南 良徳君） まだこれもいろいろまた

議論したいんですが、時間がもう余りございませ

んので、次に。

樽井駅とりんくうタウンのアクセス道路ね、先

ほどの御答弁では何か検討するとかいうような、

そんなことを言われたように思うんですが、そん

な段階ではないでしょう。これもう１０年も前ぐ

らいから、私だけではなく他の議員からも質問が

あり、具体に南海電鉄と協議するとか、あるいは

協議して問題点が何だとか、あるいは用地の問題、

財政の問題等で、それである意味進んでないだけ

で、これから新たに検討するというもんではない

と思いますよ。その辺はちょっと確認しておきた

い。今から何か言うてるからちょっと検討します

と、こんな問題ではないですよ、この道路は。そ

こらちょっと認識を後で聞かしてもらいたいと思

います。

それから、伊丹シフトの問題、いろいろ御苦労

されてしてるんですけども、中部空港が間もなく

開港ですか、もうしたんですかね。昨年視察にも

行かしていただいて、国際線そのものも中部の方

へのシフトも懸念されますし、国内線的にいえば、

神戸空港がオープンしてくると、関空、伊丹だけ

の問題ではなくて、神戸も入れたような、そうい

うふうな１つのすみ分けというんか、そこらもき

っちりルールづくりをやっていかないと、ただも

う頼みます、頼みますというような話ではなくて、

じゃ、こういうことであればここは関空、これは

伊丹というふうな、それぐらいのやっぱりすみ分

けをやっていく必要があると思いますよ、ルール

づくりを。

それでないと、もう一方的にコストの問題だけ

で伊丹へ行くと、あるいは人口的な形で、アクセ

スの問題等でもう伊丹に行ってしまうと。これで

は何のための関空かわかりませんから、その辺今

後またよろしくお願いしたいと思います。

先ほどのアクセス道路の件だけ御答弁、時間残

してますんで、よろしく。



○副議長（井原正太郎君） 中谷助役。

○助役（中谷 弘君） 南議員からの再質問でござ

いますけれども、樽井駅からりんくうタウンへ行

く道路でございますけども、従来から都市整備部

の方でその幅員とか整備の仕方について検討いた

しております。南海電鉄とも協議を行った経緯が

ございます。

現段階では、樽井駅からりんくうタウンまで、

教習所と東洋クロスの間でございますけれども、

りんくうタウンの方からそこまで１８メーターの

道が計画されてるということでございますんで、

それを生かしていかなければならないんではない

かというふうに考えております。特に、最近りん

くうタウンも企業進出がふえてきておりますので、

我々としてもこれはどうしても整備をしていかな

いかんという認識でございます。

現段階ではまだ具体的には進んでおりませんけ

れども、当然教習所が営業いたしておりますし、

東洋クロスが操業いたしておりますけども、その

中で当然我々としては既に働きかけというんです

か、教習所へも働きかけを行っているということ

でございます。

ですから、我々としてはこの計画が具体化した

段階で、正式には財産区との話、協議もございま

すけれども、それも含めて今後精力的に取り組ん

でいくという考え方を持っておるということで御

理解いただきたいなというふうに思います。

○副議長（井原正太郎君） 南議員。

○１４番（南 良徳君） ひとつよろしくお願い申

し上げまして、質問を終わります。

○副議長（井原正太郎君） 以上で南議員の質問を

終結いたします。

次に、８番 奥和田好吉君の質問を許可いたし

ます。奥和田好吉君。

○８番（奥和田好吉君） 皆さんこんにちは。ただ

いま議長のお許しを得ましたので、大綱５点にわ

たり質問させていただきます。

初めに、農業問題についてお伺いいたします。

西洋の哲学者であるトインビー博士は、農耕や

牧畜によって支えられている国こそが将来安定し

た世界国家に到達すると予見をいたしております。

農業は泉南市の重要な基幹産業であり、地域経済
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を下支えし、さらには人間が生活していく上での

原点であることは周知の事実であります。

しかしながら、そのことをどれだけの市民が認

識をしているでしょうか。農業のことを真剣に考

えているのは、生産者とそのことにかかわる農業

関係者と行政で、一番恩恵を受けている消費者の

方には無関心の人が多いように思われます。

消費者は、農作物が高いか安いか、また新鮮で

おいしいかどうか、さらに健康に影響があるか等

に関心があり、その農産物の生産地については余

り重要視されておらず、安全であれば問題がない

と考えている人が大半であると思いますが、生産

者は、農地の規模拡大による負債、定期的に行う

土地の改良や排水工事等の基盤整備、農業機械の

設備投資等に係る費用は、減反や米価の下落、さ

らに担い手の問題等さまざまな問題を抱え、最悪

の環境に置かれており、機会があれば離農したい、

または自分の代で農業を終わりにしたいと考えて

いる人が全体の約７割近くいると聞いております。

このように消費者と生産者の考え方の違いや置

かれた環境の違い等、このギャップを埋めていく

対策が必要ではないかと考えます。

そこで、担い手対策についてお伺いいたします。

農業就業者人口の減少や高齢化に対処するため、

家族農業を基本としつつも、多様な担い手の形成

を図っていかなければならないと考えます。そこ

で、今後農業生産法人を初め農作作業専門法人、

耕作管理法人といった法人化が進んでいくと聞い

たことがありますが、法人化を含めた当市の担い

手対策について市長の御見解をお伺いいたしたい

と思います。

次に、ＩＴを活用した農業についてお伺いいた

します。

例えば、ＩＴが環境をコントロールし、人工降

雨室で通年栽培ができる野菜生産工場や農営計画

の電算化、人工衛星を利用した農産物の栽培管理

等、今後ＩＴを農業にどう活用するか研究してい

く必要があると思いますが、お伺いをいたします。

次に、景気・雇用問題についてお伺いいたしま

す。

一部の企業には業績回復が見られるものの、実

態はリストラによるものが多く、全国の完全失業



者率は過去最悪に並ぶと報道されております。国

難とも言える現在の構造不況を乗り切るためには、

財政、税制、金融などあらゆる政策を通して、将

来展望を明らかにする必要があると思考をいたし

ております。

本市は、地元経済と雇用の実態をより掌握され

るとともに、国と大阪府に一層の対策を求めてい

くべきと考えますが、市長の御所見をお聞きした

いと思います。

さらに、緊急雇用創出事業について、新年度予

算の内容と雇用創出効果について、具体的にお示

しをいただきたいと思います。あわせて、国や他

の地方自治体が検討されておりますワークシェア

リングを本市としてはどのように検討され対応し

ていくのか、お伺いをしたいと思います。

次に、電子投票と郵便投票制度の改正について

選挙管理委員会にお尋ねをしたいと思います。

国会において地方選挙への電子投票を導入する

電磁的記録式投票特例法が成立し、平成１４年２

月１日に施行されたところであります。

この特例法の施行を受けて、各自治体では市長

や議員選挙での電子投票への検討が開始されてお

りますが、そこで１点目に、本市の選挙管理委員

会として一昨年に施行された電磁的記録式投票特

例法についてどのように認識をしているのか、お

尋ねをしたいと思います。

２点目に、郵便投票制度についてであります。

我が国の郵便投票制度は、障害のある方や難病

の方々、また寝たきりで主に介護４や５の高齢者

やＡＬＳ患者の方々など、投票所へ行くことさえ

困難な方々にとって、権利行使への手続が複雑で

ある上、制度上の不備から投票権の行使が困難な

状況にあり、早急に制度上の不備を改善し、こう

した方々の政治参加機会の確保を図るべきであり、

ＡＬＳ患者等自筆が困難な人のために代理投票制

度の導入と投票機会の確保を図ること、あわせて

現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続

等の簡素化を図るなど、障害者の方々が容易に投

票できるような改善を図ることについてどのよう

な御見解があるのか、お伺いをいたします。

次に、保育事業についてお伺いいたします。

１点目、待機児童の推移と解消の対策について
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お伺いいたします。

国の政策では、待機児童ゼロ作戦として、平成

１４年度から３カ年計画で毎年５万人、計１５万

人保育所受け入れ児童数をふやし、待機児童ゼロ

を目指すとなっておりますが、ことしがちょうど

１６年、３年目になります。泉南市において待機

児童がどう推移し、待機児童解消のためにどのよ

うな対策をお考えか、お聞かせ願いたいと思いま

す。

２点目に、特定保育事業についてお伺いいたし

ます。

昨年から子育て支援策として、一定の日数や時

間に子供を預けたい、また育児をしながらパート

の仕事をしたいという働く女性の要望にこたえ、

親の就業形態に応じて柔軟な保育サービスを提供

する特定保育事業がスタートいたしましたが、泉

南市としては特定保育事業に対してどう取り組ん

でいくのか、お聞かせを願いたいと思います。

最後に、教育問題、読書活動基本計画と文化芸

術振興基本法についてお伺いをいたします。

この問題については昨年取り上げておりますの

で、進捗状況をお聞かせ願いたいと思います。

以上、質問が多岐にわたりましたので、理事者

の皆様には答弁は簡単にわかりやすくお願いした

いと思います。

○副議長（井原正太郎君） ただいまの奥和田議員

の質問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市

長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、市長にという

御指名いただきました部分についてお答え申し上

げます。

まず、農業の担い手農家の育成についてでござ

います。

本市を含むこの泉南地域というのは大変農業の

盛んなところでございますし、さまざまな特産品

もあるということで、大阪府内でも非常に活発な

ところだというふうに思っております。

ただ、最近の農業を取り巻く環境を見てみます

と、後継者が確保されている農家は、経営的にも

安定したものがあり、その上技術的にもすぐれた

ものがあるというふうに思います。

次代を担う就農者をふやすためには、農業が魅



力ある産業として定着することが基本になってく

るものと考えております。本市におきましても、

都市型農業としての位置を利用し、魅力ある農業

経営基盤の確立や消費者ニーズに対応した安心、

安全な農作物の生産などに向け、４Ｈクラブを中

心とした団体への支援をまた関係機関と調整をし

ながら強めてまいりたいと考えております。

また、意欲ある新規就農希望者に対しましても、

法の縛りはあるものの、農業委員会とも調整を図

りながら、土地の利用集積等を利用した就農につ

いて支援をしてまいりたいと考えております。

御指摘ありました農事法人につきましては、堀

河ダムの奥の紀泉わいわい村がオープンいたしま

したときに、それをサポートするために農事法人

がつくられまして、葛畑・堀河地区の農家の方が

その参画をされておられます。また、最近ではか

るがもの里におきましては、阪急泉南グリーンフ

ァームという農事法人が設立されまして、そこに

は本市の農業者も参画をされておられます。

こういうことで、御指摘ありましたように、な

かなか個人で今後農業をしていくということにつ

いて、非常に難しい時代に入ってきたということ

に対しましては、ある一定団体でといいますか、

農事法人等を組織した中でそういうことが可能に

なってくるということもあろうかというふうに思

いますので、この点についても御指摘ありました

ように支援をしてまいりたいと考えております。

次に、地元経済と雇用対策について、基本的な

部分について私の方から御答弁を申し上げます。

国の景気底入れ宣言がされたにかかわらず、日

本経済の先行きについては、今なおデフレスパイ

ラルが続いているというふうに認識いたしており

ます。

ただ、一部大企業においては景気指標が上向い

てきたということがございますけれども、しかし

中小・零細企業にはまだまだ厳しい状態が続いて

いるというふうに思っております。そのため、ほ

とんどの業種でリストラが続き、雇用不安が重く

のしかかってきております。

この景気対策は、一地域で実施することは困難

であります。政府におきましても、これまで緊急

の雇用対策が実施されてきたところでございます。

－７１－

この雇用対策の１つとして、公的部門における

緊急かつ臨時的雇用・就業機会の創出を図るべく、

大阪府市町村緊急地域雇用創出基金制度があり、

それに伴い、大阪府においての有効求人倍率が、

本年２月に実施している季節調整値での修正で全

国平均とほぼ同じ数値にまで回復をしてきており

ます。

本市といたしましては、さらなる雇用対策を推

進すべく、関係機関等と連携をとりながら、国・

府に対し要望していきますと同時に、１人でも多

くの雇用・就業機会の創出に向け、ハローワーク

ともより連絡を密にし、求人情報提供に努めてま

いりたいと考えております。

さらに、雇用の創出への近道は新規の企業立地

であり、りんくうタウン及び内陸部においては、

府と市の両面で進出企業に一定のインセンティブ

制度を設けるとともに、商工会との連携で企業誘

致促進連絡会を設置いたしたところであります。

登録者の募集と市並びに商工会のホームページ等

での活用を行い、１社でも早く企業進出を促進し、

雇用・就業の機会の創出に努めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（堀口武視君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 奥和田議員から、

農業問題についての中でＩＴを活用した農業とい

うことで質問がございました。

消費者の食の安全性に対する意識が向上する中

で、生産履歴が明確になるように今求められてお

るところでございます。また、花卉栽培において

は、生産ハウスにおける温度や散水時期、電照時

間管理等がコンピューター化されているものもご

ざいます。農業経営面においては、市場相場を見

ながら出荷調整やインターネットを利用した直販

も実施している農家もございます。

本市といたしましても、農業経営におけるＩＴ

化は時代の流れであるというふうに認識をしてお

りまして、大阪府農業会議や農業改良普及センタ

ーとの連携を強め、先進農家や中小企業診断士を

講師に招き、認定農業者を中心に農業経営センス

アップ講座と銘打ちまして、実際にパソコンを使

った講習会を開催し、多くの参加を得ているとこ

ろでございます。



今後とも、必要に応じ講習会を開催するなど、

支援を強めてまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から緊

急地域雇用促進事業の内容ということでございま

す。

この事業につきましては、総合的に市の各部局

へまたがっております。例えば、公園の草刈りと

か、学校の木の剪定、警備事業、このようなこと

までいろいろやっております。この予定といたし

ましては、１６年度で２，９５１万３，０００円の予

定をしております。

なお、ワークシェアリングの実績ということで

ございましたけれども、この辺のとこ私どもちょ

っと実態つかんでおりません。非常に申しわけご

ざいませんけども、よろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） 廣岡選挙管理委員会事務局

長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 奥和田議員御質問

の電子投票と郵便投票制度について御答弁申し上

げます。

電子投票につきましては、情報化社会の進展に

かんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつ

つ、開票事務の効率化、迅速化を図るため、地方

公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的

記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関

する法律が平成１３年１２月７日に公布され、平

成１４年２月１日施行されました。

特例の対象となる選挙は、地方公共団体の議会

の議員または長の選挙で、地方公共団体が条例で

定めるところにより、電磁的記録式投票機を用い

て行うことができることとなり、岡山県新見市の

市長・市議選で初めての電子投票が実施され、開

票時間が大幅に短縮できたと聞いております。投

票時間が午後８時までに延長され、その後即日開

票を行っている現状では、開票時間の短縮は大き

なメリットであると考えております。

しかしながら、これまで開票に時間を要してき

た国政選挙には導入されておりませんし、不在者

投票につきましても、従来どおりの手作業での開

票を行う必要があるなど、幾つかの課題も抱えて
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いますが、疑問票の減少や開票事務の迅速化は大

きなメリットであると考えています。

次に、郵便等による不在者投票につきまして御

答弁申し上げます。

公職選挙法では、身体に重度の障害がある選挙

人の方で公選法施行令第５９条の２で定める一定

の障害を有する方々を対象に、自宅等の場所で選

挙人が投票用紙に記載し、郵便等によりまして所

属する市町村の選挙管理委員長あて送付する制度

があります。

議員御指摘のＡＬＳの患者さん等、投票所に行

くことが困難であっても、施行令で定める一定の

障害に該当しないことが現実としてございます。

今回、国におきましては、身体に重度の障害があ

る選挙人について、選挙権行使の機会を拡充する

ため、郵便等によります不在者投票の対象者を拡

大するとともに、郵便等で不在者投票ができる選

挙人のうちみずから記載ができない方に代理記載

の制度を設けることを目的として、公職選挙法の

一部が改正され、３月１日から施行されました。

今回の改正により、介護保険法上の要介護者で、

介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護

５と記載されている方と、身体障害者手帳に免疫

の障害の程度が１級から３級までとして記載され

ている方が、新たに郵便等による不在者投票をす

ることができるようになりました。

手続の簡素化につきましても、現在法で定めら

れておりますので、国の動向を十分見守ってまい

りたいと思います。

なお、新しく法改正により要介護５と記載され

ている方、また身体障害者手帳に新たに１級から

３級までとして記載されている方につきましての

広報につきましては、５月号に掲載を予定いたし

ておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（堀口武視君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 保

育事業につきましてお答えいたします。

まず、待機児童の推移と解消策でございますが、

待機児童の現状につきましては、本年２月１日現

在で国基準で２６名、いわゆる市内すべての保育

所で入所できない児童、また府基準で６０名、こ

れは特定の保育所を希望され入所できない児童と



なってございます。

また、平成１５年４月１日時点では、国基準で

は待機者なし、府基準でも２２名となっておりま

すし、従来から新年度当初においては待機者を極

力出さないように努力しているところでございま

す。しかしながら、年度途中の入所申込者につき

ましては、職員の配置基準の関係から、歳児別の

定員の空き状況に左右されますので、どうしても

待機児童が生じることになっております。

なお、本市の保育所が国道２６号線より海側に

集中しておりまして、山側に少ないこともありま

して、山側の保育所に待機児童が多いという現状

がございますが、現在新家保育園の建てかえ計画

の中で６０名の定員増を計画されておりますので、

当面は待機児童を解消できるのではないかという

ふうに考えております。

続きまして、特定保育事業についてでございま

すが、かねてから地域における保育需要に対応す

るため、必要なときに利用できる多様な保育サー

ビスの整備、及び在宅の乳幼児も含めた子育て支

援の充実等施策の総合的な展開を図る観点から、

特別保育事業として国の補助事業がございます。

御指摘の特定保育事業につきましては、この特別

保育事業の１つに位置づけされております。

この事業につきましては、２歳児までの児童の

保護者のいずれもが一定程度の日時について児童

を保育できない場合に、必要な日時について保育

を行うものとなってございます。

この事業につきましては、担当の保育士を配置

する必要があり、保育の実施場所や保育士の配置

基準など最低基準を満たす必要があることから、

現状では実施が難しい状況にございますので、御

理解のほどよろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 私の方から、子供の読書

推進について御答弁申し上げます。

子供の読書活動は、子供が言葉を学び、感性を

磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものとし、

人生をより深く魅力的にしていく上で、欠かすこ

とのできないものだと思っております。

国もそうした読書活動の持つはかり知れない価

値を認識し、子どもの読書活動の推進に関する法
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律（平成１３年度施行）並びに子どもの読書活動

の推進に関する基本的な計画（平成１４年度）を

策定し、大阪府においては、平成１５年１月に大

阪府子ども読書活動推進計画が策定されておりま

す。

先日、府教委招集の会議で報告がございました

けれども、府下市町村におきましては、子供読書

活動推進計画を現在検討中のところが多く、本市

も現状や課題の分析中でございまして、策定に至

っておりませんが、策定に向け努力をしてまいり

たいと考えております。

なお、市立図書館におきましては、子供の自由

な読書環境をつくるため、毎月おはなしひろば

（第２土曜日）や紙芝居会（第１・第３・第４土

曜日）の開催、また平成１５年９月からはブック

スタートやインターネットによる蔵書検索の実施、

さらに１２月からは貸し出し冊数を５冊から８冊

にふやすなどのサービスの充実を図ってきたとこ

ろでございます。

また、学校におきましては、４月２３日を子ど

も読書の日と位置づけまして、この日を中心にさ

まざまな活動を展開しております。特に、ほとん

どの学校が全校一斉の読書活動に取り組んでおり

まして、９校が朝の読書を実施しております。ま

た、学校にボランティアを招き、ボランティアに

よる読み聞かせや紙芝居を通して、読書の楽しさ

を味わっておるところでございます。

子供の読書活動が推進するよう教育委員会とい

たしまして今後さらに努力をしてまいりますので、

御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（堀口武視君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 文化芸術について

御答弁申し上げます。

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中

で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない

願いでございます。平成１３年の１２月に文化芸

術振興基本法が公布、施行されました。この中に、

地方公共団体はその地域の特性に応じた文化芸術

の振興のために必要な施策の推進を図るよう努め

るという責務が定められております。

私ども教育委員会におきまして、文化ホールに

おける自主事業を初め、合唱団や青少年吹奏楽団



の育成、文化協会への補助、文化財の保存・活用、

伝承文化の育成、また市民の絵画、手芸、陶芸な

どのいろんな作品の発表の機会づくりとしてアー

トフェスティバル等開催いたしておるところでご

ざいます。

今後、本市教育委員会としても、より一層地域

の特性に応じた多様で特色ある文化芸術を振興し、

市民の文化芸術活動を推進、発展させる施策を実

施してまいりたいと、そう考えております。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 一通り答弁をいただきま

した。それなりに納得のできる答弁と無責任な答

弁といろいろございましたが、まずその無責任な

答弁の方から再質問いたしたいと思います。

教育長ね、読書活動推進基本計画についてるる

説明をいただきましたけども、説明を聞いてるわ

けではないんです。現在、本市においていまだ策

定のされていない状況でありますから、この読書

活動推進基本法をつくっていただきたいというの

は、これもう昨年にずっと言ってるんですわ。い

まだにできてないということは、何もしてないに

等しいようなことでございます。説明を聞いてる

わけではないんです。それ、よろしくお願いした

いと思います。

それから、文化芸術についてですけども、第７

条に載っておりますけども、その説明を聞いてる

わけではないんです。これも昨年にちゃんと質問

してるんです。５点にわたって質問してますけど、

それ全部覚えてますか。定例会のあれを読まんと

わからんでしょう。ちゃんと質問してるんですわ。

それを何もしてないんです、あなた。無責任です

よ。前回ちゃんと質問をして、そのとき答弁でき

なかった、あなた。全く答弁できないような状態

でした。それから勉強したんですか、あなた。

文化芸術というのはどれだけ大事かというのは、

私も認識が不足でした。この本は浮島智子という、

これは元プリマドンナですね。この人が書いてる

んですけども、この本を読んで改めて文化芸術と

いうのを私も認識しました。芸術が生む感動は、

人生や時代を変えるほどの力があります。文化芸

術というのは、それだけの力、人を感動させ、そ

の人の人生まで変えられるような力を持ってるん
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です。

その問題を私は質問いたしましたけども、何に

もしてない。あなたのようなそういう無責任な人

が教育委員会の重要なポストに座っていらっしゃ

るんです。だから、教育委員会が弱いというのは

そこにあるんです。

それから、保育問題でありますけども、保育事

業についてお伺いいたしたいと思います。

待機児童の推移と解消の対策について先ほど答

弁をいただきました。今後、長引く不況の中で、

保育希望者が増加すると予想される中で、待機児

童ゼロに対するための新しい保育所の創設も含め

て、取り組みをもう一度お答え願いたいと思いま

す。

それから、昨年政府の方が打ち出しました公設

民営方式。これはそういう待機児童をできるだけ

少なくするために国の方が打ち出しました。どう

いう内容かというと、各市町村が土地を確保して、

そしてその建物を建てて、それを民間に任す、民

間はそれ一切を引き受けて経営していく、そうい

うものを国が打ち出しました。しかし、全国の市

町村というのは今財政状況が非常に厳しい中で、

なかなか進みません。

ことしの４月から東京の三鷹市で、廃園になっ

た幼稚園を改装してこれを民間にゆだねました。

そしたら、今までの市町村がやっておったその経

営よりか半分以下に予算が済むんです。非常に安

くつくんです。これは全国から注目されてると思

います。

現在、約半数以上が公立の保育園です。そした

ら、いわゆる保育サービスがだんだん弱体化、非

常に悪い。民営と比べて非常に悪い。しかし、こ

ういう公設民営方式にしていけば、保育サービス

も非常に上がっていくと思います。この問題をど

う考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。

しかしながら、保育に勤めていらっしゃるその

担当の保育士の先生方も、現在非常に苦慮されて

おります。これは２歳児のお子さんを保育所に預

けてるお母さんです。一遍議会で取り上げてくれ

ということなんで、これ紹介したいと思います。

本当は自分で育児をしなくてはいけないのです

が、家庭の事情でやむを得ず２歳児保育に出して



います。一番大変な時期に私たち母親にかわって

面倒を見てくださっている保育士の先生方には、

大変感謝しております。中には毎日の子供の抱き

上げ等で腰を患っている方もいると聞いておりま

す。どうかそういった保育士の方々のためにも、

また、私たち若い母親が安心して仕事ができるよ

うに、保育環境をもっとよくしていただきたい。

ちなみにこの方は、私は子供がもっと欲しいで

す。もっと３人ぐらい欲しいですと。ぜひこのこ

とを議会で取り上げていただきたいということを

言っておりました。

そこでお伺いするんですけども、いわゆる特定

保育事業、保育サービスの充実について伺いたい

と思うんですけども、子育て支援拠点としての保

育所の位置づけについてどのように考えておられ

るのか。どこに相談していいのかわからないよう

な方が数多くいるという現実を踏まえて、お答え

願いたい。

さらに、延長保育の取り組みについて、２４時

間保育も含めてお答え願いたい。大阪府の子育て

支援サービスの利用状況の意識調査によると、約

半数の人が休日保育を利用したいと回答しており

ます。月２回程度の利用者が最も多いわけなんで

すね。約４割を占めておるそうであります。仕事

の多様化に対する休日保育は、泉南市はまだです

けども、今後どういうふうに取り組んでいくのか、

お聞かせ願いたいと思います。

また、駅前の商店街の空きが目立つようになっ

てきましたけども、駅前のそういう空きの店舗を

利用するために、ステーション型駅前保育につい

てどのように考えてるのか、お聞かせ願いたいと

思います。

また、緊急の保育サービスが受けられないでい

る方もたくさんいらっしゃいます。緊急にどうし

ても働かなあかんという家庭がこれからもどんど

んふえてきます。そういう本来の緊急保育サービ

スとは何なのか。本当に困ったときに十分なサー

ビスが受けられるのか。受けられる体制にしてい

ただきたい。よろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） 答弁お願いします。梶本教

育長。

○教育長（梶本邦光君） 子供の読書活動推進計画
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について現在検討中であるということについて、

取り組みが遅い、無責任であるというようなこと

でおしかりを受けました。先ほど現状について報

告をさしていただいておりまして、府下の市町村

の状況を申し述べさしていただきました。

我々も何もしていないで放置をしているという

ことではございません。お互いに各市町間でこの

読書推進計画について情報交換をし、ソフト面、

ハード面でどんな柱建てで策定をすれば、本当に

子供たちが読書活動を通じて自己実現を図って、

豊かな人間性の育成を図っていけるのかというよ

うなことで頑張っているわけでございます。

中村部長を先頭にして、策定に向け、資料を集

め、子供たちのニーズ等も集めながら一生懸命頑

張っているところでございますので、その点は御

理解をいただきたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 教育委員会に今質問して

るわけではないんです。私の時間内で保育の方で

質問してるんです。それを教育長が出てきて、わ

ざわざ私はこうでありましたという教育委員会の

なりなりをしゃべってる、これはいかがなもんか

と思います。

私はあなたたちの今までの答弁を聞いて、これ

は無責任だと思ったから言うたまでなんです。そ

うでしょう。それをあなたがわざわざ私の時間を

とって、答弁は許してないですよ、私は。その中

で、そういう弁解じみたことを言うというのは、

私はいかがなもんかなと思います。保育の答弁を

私は求めてるんです、保育の答弁を、私の時間内

で。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員に申し上げます。

答弁者の指名は議長が責任を持ってやっておりま

す。ひとつ運営の方御協力いただきたいと思いま

す。

それじゃ、ほかの答弁。楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 保

育事業について数点にわたって御質問がございま

したが、順次お答えさしていただきます。

まず、１点目の待機児童をゼロという目標で取

り組む姿勢についてどうかということでございま



すが、いわゆる待機児童をなくすという対策につ

いての取り組みはどうかということでございます

が、先ほども御答弁いたしましたように、新年度

当初には極力待機児童をなくすという姿勢で我々

最大限の努力をしてございます。

また、年度途中には、最低基準を遵守する中で

の職員配置にも努めておりますが、これも１つ限

界がございます。また、一方では府基準で保育所

を限定される児童の方もございますし、いろんな

年度途中での入所のスタイルがございますので、

できるだけ我々待機児童をなくすという気持ちは

当然認識として持っておりますので、今後とも、

一部民間保育園の増設計画もございますが、十分

今後対応してまいりたいと、このように考えてお

ります。

それと、２点目の公設民営方式についてどうか

という点でございますが、公立保育所につきまし

ては、公設民営化方式が全国的な潮流となってご

ざいます。民営化による質の向上とともに、公立

保育所の超過負担の縮減、三位一体改革による公

立保育所に対する国庫負担金の一般財源化など、

本市においても方向性としては、公設民営化を展

望しなければならないというふうに考えておりま

す。具体には、平成１６年度をめどに一定の方向

性を検討し、お示ししたいと考えております。

続きまして、３点目の子育て支援拠点としての

保育所の位置づけはどうかということでございま

すが、子育て支援拠点としての保育所の位置づけ

につきましては、従来から所庭開放事業や子育て

講座など子育て支援事業に鋭意取り組んでまいっ

ておりますが、現在策定作業を行っております次

世代育成支援対策地域行動計画の中で、さらに位

置づけの整理がされるというふうに我々考えてお

ります。

続きまして、４点目の延長保育の取り組みと今

後の拡大、２４時間保育も含めてということでご

ざいますが、延長保育につきましては、現在朝に

ついては７時から８時半まで、夕方については４

時半から６時半まで実施いたしております。

近隣各市町村の延長時間についても、本市と同

程度でございますが、御指摘の２４時間保育の御

提案がございましたけども、延長の拡大について

－７６－

は、今後保護者のニーズの高まりの中で、延長担

当保育士の確保の見通しとあわせて検討していく

必要があると、このように考えております。

５点目の休日保育、また６点目のステーション

型駅前保育の取り組みについてでございますが、

議員も御承知のとおり、双方とも国の特別保育事

業の中に位置づけされておるものでございますが、

休日保育については、日曜、祝日において保育に

欠ける児童を対象とするため、対象者が限定され

る中で２名以上の保育士を確保する必要があるこ

とから、給食の提供が必要なことなどの課題がご

ざいますので、今後の検討課題とさしていただき

ます。

最後に、緊急保育サービスについてどうかとい

うことでございますが、先ほども御答弁申し上げ

ましたように、特定保育事業でこのような国の制

度はございますが、何分いろんな制約等がござい

ますので、今現在実施することにつきましては非

常に難しい面がございますので、その点よろしく

お願いします。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 一通り答弁いただきまし

たけども、この公設民営方式というのは、これか

らどんどんふえてくると思うんですね。コストが

非常に安い、半額以下になるそうです。これは泉

南市としても考えていってはどうかと思います。

これはどういう形にするかというと、プロポーザ

ル方式にするんです。プロポーザル方式にしてい

けば特定の人ではないので、こういうプロポーザ

ル方式でやっていけば、実現が可能になると思い

ます。

それから、まだちょっと時間がありますので、

農業問題について再度質問をしていきたいと思い

ます。

市長の市政運営方針の中で農業問題について、

本市の農業を取り巻く環境は、輸入農産物の増加

や後継者不足など大変厳しいものとなっています。

しかしながら、本市におきましては府内有数の農

業地域を有し云々とありますけども、担い手不足

の対策をもう少し具体的に、今後泉南市のそうい

う農業に携わってる方々のためにも、担い手不足

にどう対応していくのか、ちょっとお聞かせ願い



たいと思います。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉南市は非常に農業が盛ん

なんですが、専業農家さんというのはやっぱり非

常に少ないんですね。兼業農家が非常に多いとい

う調査内容がございますけれども、その中で営農

意欲の非常に強い方につきましては、一定年収と

いいますか、農業で生活できる基盤というものが

やっぱりベースになってくると思うんですね。

それで、本市におきましても、そういう農業に

非常に熱心な方あるいは模範的な方ということで、

認定農家、認定農業者という制度を活用して、６

０名余りの方がその認定農家の資格を得ておられ

ます。

また、専門として非常に農業に対してのリーダ

ーとして発揮していただけるような大阪府の制度

として、農の匠制度というのがございます。これ

も泉南市の方からこの前出ていただきまして、そ

ういう方々を中心に、やはり農業基盤そのものを

きっちりとし、しかも収益性の高いものにしてい

かなければいけないというふうに思っております。

基盤整備は我々行政の責任でございますんで、

農道とか、ため池、あるいは排水関係、こういう

整備を行っております。それと、効率的な農業を

やるということで、今度六尾地区でも圃場整備、

農業の区画整理をやりますけども、そういう基盤

整備を我々が担ってやっていかなければいけない

というふうに思っております。

もう１つは、やっぱり高収益型農業あるいは特

色ある農業をやっていかないといけないというこ

とで、今回も地産地消といいまして、はっきりと

ここでつくったもんですと、だれがつくったもん

ですということを明示して、安全な野菜づくりと

いうのが非常に販路を拡販してきておりますので、

そういうのが山手で今回できますし、それからい

ろんなブランドですね。泉南ではミズナスとかあ

るいは里芋、フキ等ございますが、こういうもの

については、やはりきっちりとしたブランドをつ

けて販売していくということが大事だというふう

に思っております。本市では幸いサンドポニック

ス栽培といいまして、ハウスの中で砂栽培をやっ

ておりまして、これは岡中地区で１０年ほど前に
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やりましたけども、非常に高収益を上げておりま

す。

ですから、そういう新しい型の農業ということ

も考えていかなければいけないと思ってますんで、

私も農業というのは極めて大切な、日本の第一次

産業の基幹でもありますんで、漁業と並んでそう

でございますから、これからも後継者づくり、あ

るいは指導者づくりということについては、地域

の皆さんとも御相談をしながら、あるいは農業委

員会の御意見も聞きながら考えていきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） 次に、選挙管理委員会に

お尋ねしたいと思います。

選挙後の掲示板ですね。昨年衆議院選挙も行わ

れたし、統一選挙で府会選挙も行われたし、この

選挙後の看板の活用はどういう形でされているの

か、お聞きしたいと思います。

これ自治体によって異なりますけども、学校の

文化祭に使用されたり、やむを得ず焼却されてい

るところもございますけども、ことしは７月に参

議院の選挙もあります。あるいは１０月に市会選

挙もございますけども、この看板の後始末はどう

いう形で利用されてるんか、お聞かせ願いたいと

思います。

○議長（堀口武視君） 廣岡選挙管理委員会事務局

長。

○総合事務局長（廣岡 昭君） 選挙ポスターの掲

示板でございますけれども、現在はベニヤ板を使

用しておりますので、そのまま焼却して処分して

おります。

ところが、現在環境保全運動が高まっておりま

すので、循環型社会の形成に向かいまして、環境

保護活動がますます比重を高めていくということ

で、リサイクルボードを利用されている市町村が

ふえてまいっております。

本市におきましても、これまでリサイクルボー

ドを検討しておりまして、できましたら新年度か

ら採用したいと考えておりますので、よろしくお

願いを申し上げます。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。



○８番（奥和田好吉君） 今の答弁では、今後そう

いう看板については、ベニヤ板からリサイクルボ

ードに変えていくと。費用は高うつくけど、そう

いう形でしていくということなんですね。わかり

ました。

その次に、景気・雇用問題でありますけども、

市長の市政運営方針の中にもありますけども、府

などの関係機関と連携を図りながら雇用の促進と

安定に努めてまいりますということなんですけど

も、現在イオンの方が、出店が決まって着々と進

んでおるそうでありますけども、ここの雇用につ

いてはどういう形にされていくんか、泉南市とし

てどういう形の申し入れをしているんか、お聞か

せ願いたいと思います。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは代表質問でもお答え

しましたように、その会社には地元雇用、これに

全力を挙げてくれということをまず申し入れをい

たしております。当然、企業の方も、通勤時間３

０分以内ということを１つの目標に地元雇用を促

進していきますと。遠くから雇いますと、当然交

通費とか経費増にもなりますから、できるだけ近

場で雇用したいというお考えを持っております。

それと、もう１つは、イオンにも申し上げてお

りますのは、母子家庭の皆さん、あるいは母子寡

婦の皆さんとか、あるいは障害者（児）の皆さん

に対しての雇用、これについて、あるいは高齢者

についてもということもお願いいたしております。

これらについては、一定大阪府からもそういう

助成制度といいますか、優遇制度がございますん

で、大阪府もそういう企業に対してはそういう方

々を雇っていただきたいというお願いも今してる

ということでございますんで、我々とハローワー

ク、そして府が一緒になって、雇用の対策、ある

いは雇用の場、働く場というものをつくっていた

だくようにいたしております。

それと、障害者の皆さんについては、ワゴンシ

ョッピングという、イオンの中に店舗を構えると

いうのは大変なお金が要りますが、ワゴンで自分

たちの作業所でつくったもんを販売できないかど

うかも含めて検討をお願いしております。各地区

も見てきましたけども、そういうことをやってお
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りますので、ぜひこの泉南市においてもそういう

障害者の皆さんがつくられた作品を即売できるよ

うなそういうことを考えてくれと、こういうこと

もお願いをいたしております。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） このイオンは従業員は大

体何名ぐらいの規模で、泉南市は大体何名ぐらい

の予測をされているのか、わかればお聞かせ願い

たいと思います。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 雇用の人数で

ございますけど、我々聞いておりますのは１，５０

０人から２，０００人雇用が発生するというふうに

考えております。

そのうちの泉南市は何人ということですけれど

も、それについてはいろんな応募の状況もござい

ますし、なるべく近いところからそういうふうな

形で雇用していきたいというお話は聞いておりま

すけども、泉南市で何割という形は聞いておりま

せんし、またこれも状況を見てみないとやはりわ

からないんではないんかなと。我々としてはより

多く雇用していただきたい、このように思ってお

ります。

以上です。

○議長（堀口武視君） 奥和田議員。

○８番（奥和田好吉君） １，５００名から２，０００

ぐらいの間で、泉南市は何ぼやわからんと。ここ

ら口約束だけで何ぼやわからんと、ふたあけてみ

たらほとんど少なかったという状況にならないよ

うに、そこらの点、大体の大枠でこれぐらいお願

いしますよというのはでけへんのんでしょうかな。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。簡

単に答弁お願いします。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） １，５００人か

ら２，０００人という数は相当すごい数でございま

す。私どもが聞いておりますのは、１つの市でそ

れだけの人数が集まるかどうか、まだむしろ足り

ないんでは――我々の泉南市だけで募集しても無

理であるんじゃないんか、そういうような意見も

聞いております。ですから、そんな状況もありま

すけれども、我々としては最善を尽くして泉南市

から雇用してもらうようにします。



以上です。

○議長（堀口武視君） 以上で奥和田議員の質問を

終結いたします。

午後１時２５分まで休憩いたします。

午後０時１７分 休憩

午後１時２６分 再開

○議長（堀口武視君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１１番 松本雪美君の質問を許可いたし

ます。松本雪美君。

○１１番（松本雪美君） 皆さんこんにちは、日本

共産党の松本雪美でございます。２００４年第１

回定例議会において質問をいたします。

さて、世界の女性たちがパンと権利と平和のた

めにと立ち上がった９４年前の１９１０年３月８

日は、国際婦人デーの始まりです。１９１４年、

第一次世界大戦勃発とともに各国では国際婦人デ

ーに弾圧が加えられ、そして開催が困難になって

も、女性たちはこの日を戦争反対の日として、平

和を守る戦いの日として、ずっと引き継いできま

した。そして、第二次世界大戦中もファシズムと

戦う連帯の日として、ナチの占領下でも監視の目

をくぐって受け継がれてきたのです。

日本では１９２３年、最初の国際婦人デーが持

たれましたが、わずか４０分で右翼の妨害と警官

の干渉で解散させられました。しかし、１９２８

年３月８日は、参政権を与えよ、婦人労働者保護

法制定などのスローガンを掲げた集会やビラがま

かれました。１９３２年を最後に大衆的な集会は

開けなくなりました。

第二次大戦終戦後の１９４７年３月９日、廃墟

の中から立ち上がった女性たちは、戦後初めて皇

居前に集まり、国際婦人デーを開催し、働く女性

たちが中心となって女性の権利を要求する闘いが

急速に広がっていきました。

そして今日、平等、開発、平和を目標に掲げ、

女性の権利の歴史において非凡な役割を果たして

きた普通の女性たちの行動を祝福する日とした国

際婦人デーは、国連デーと位置づけられました。

これまで一貫して言えるのは、どんな弾圧にも

屈せず、どんな時代にもこうした女性たちのきら

きら輝く運動には、必ず平和でありたいとの思い
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が掲げられていました。こんな女性たちの運動が、

暗黒時代となり消し去られるような時代を決して

許してはなりません。今、私は強く思っています。

昨日の３月８日も、大阪でもイラク派兵反対、

憲法を守れ、リストラノー、雇用と働く権利を守

れのスローガンを掲げて集会が開かれました。泉

南市でも新日本婦人の会が加わった平和の会の皆

さんが、この間、市内のあちこちでイラク派兵中

止せよとの署名運動なども取り組まれているとこ

ろであります。

私は、人間社会の基本として何よりも大切な平

和運動にも加わり、これから社会を受け継いでく

れる子供たちを守り、世の中のすべての女性たち

が解放される真の男女平等の実現に向けて頑張っ

ていきたいと思っています。

さて、質問に入りたいと思います。

大綱第１点目は、３市２町の合併問題です。

３月１日に第４回の合併協議会が開かれました。

泉南市から女性議員として、女性の目線で、女性

の立場から、平和で安定した暮らしをこれからも

続けていけるかどうか、合併への不安を取り除く

ことができるかどうかなど、住民の声を協議会や

泉南市政へと反映できる機会をたくさん与えてい

ただいたことに、私は感謝をしています。

さて、会長は、他市では普通ならば二、三年か

かるが、３市２町は１年しかない、非常にタイト、

窮屈であると、みずからも時間が少ない、限られ

ていることをも認めた発言をされています。すべ

て１７年３月に府へ申請をする日程に合わせて、

超スピードのスケジュールをつくり、協議会が開

かれておりますが、非常に無理があると思ってい

るのは私だけではないと思います。

そうして、こうしたスケジュールは当然合併協

の中の中枢部でつくられ、何度も案を練られたこ

とと思いますが、その中枢部とは合併協でいう幹

事会だと思います。この幹事会の１２人のうち６

人が府から出向された助役さんが入ってつくられ

ておりますが、３市２町の合併には上部機関であ

る府主導の強い圧力を感じざるを得ません。

３市２町の合併はどうであったかと子や孫の代

にまで今の私たちに責任を問われ続けることでし

ょう。市長みずからも、合併は子々孫々に大きく



影響する大事な問題だと発言されているとおり、

絶対見切り発車は許されません。

そこで、市長にお尋ねしたいと思いますが、平

成の合併の理念、目的は、住民のための住民によ

る住民の合併であると、こう総務省合併マニュア

ルにも書いております。合併は国のためにあるも

のではなく、また無理やりさせるものでもないと

も言っています。３市２町が合併したら大阪で２

番目に大きなまちになるというのですが、まず今

なぜ合併なのか、改めて市長にお尋ねしたいと思

います。

そして、その２は、合併したら和泉砂川駅前整

備や交通安全対策、まちづくりのバリアフリー化、

便利なコミバスの運行問題、それから市内の学校

施設は３０年を迎えるものがほとんど、老朽化し

た校舎の耐震強化と大規模改修など、これまで市

民が強く要望してきたことが合併でどうなるのか。

市長の言う「水・緑・夢あふれる生活創造都市」

の実現は可能なのでしょうか、お尋ねしたいと思

います。

その３は、住民投票で市民に合併の是非の意思

を問うというのですが、判断材料をいつの時期ま

でにどんなものを示されるのか、お答えください。

大綱２点目は、まちづくりの問題です。

イオンは１１月に開店するとのことであります

が、今、急ピッチで工事を始めています。警察が

湾岸線にイオンの敷地内に車を誘導するための信

号機設置を許可をしたので、やっと土地の借り上

げる契約も済んでスタートできたという状況であ

るそうですが、本来ならば民間施設のために信号

機設置などあり得ないということですけれども、

路線バスの運行も認め、公的施設としてイオンの

ために特別に温かい配慮のもとに、府も市も協力

をしたというのであります。

一方、周辺地域の交通安全対策については、開

店までに間に合うのでしょうか。何よりも日常生

活にも影響を与えている湾岸線の抜け道となる男

里浜地域のバイパス道路の早期完成と、樽井５号

踏切と鳥取吉見田尻線の歩道整備など、緊急課題

としての解決はどうするのかについてお答えくだ

さい。

そして、地元商業者対策について、イオンは地
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元商業者に対して、新しい営業のチャンスが生ま

れる、既存商店についても新しい商業機会が得ら

れると、あたかも地元商業者に理解を示す答えを

しています。こんなうその２月２５日の報告書を

もらって、市はどう考えていらっしゃるのでしょ

うか。

大綱３点目は、住宅問題です。

市内の３住宅の払い下げを求める訴訟は昨年和

解し、市営住宅問題でマスタープラン策定の費用

も含めて解決金や裁判に費やした費用は、双方と

もに合わせると１億円を超えるということであり

ます。これまでの訴訟を起こされた当事者の住民

の皆さんにとって、長い間の御苦労を思うと、当

然のことであります。

市が住宅建てかえのマスタープランを策定した

ことを知ってから今日までに丸９年になるとのこ

とですが、現実には建物が５０年を過ぎる老朽住

宅に住まれていらっしゃる皆さんにとっては、一

日も早く解決したいとの思いは当然のことであり

ます。払い下げの約束を破った事実は、まさに政

治が市民生活を脅かしてきたと言えるのではない

でしょうか。

１５年２月１７日に取り交わした覚書の解決は、

１７年３月までに行うということであります。そ

ういうことで合意されております。建てかえはし

ない、定借もだめ、それなら売却しか残されてい

ません。国・府の返事を待ってからというのです

が、市長の政治判断が待たれる最後の決着しか答

えは出せないのではないでしょうか。

住宅問題のその２ですが、１４年３月３１日、

同和対策特別措置法が終結されたことによって、

これまで続けてきた同和施策を一般施策化してい

くということは、当然のごとく実施せねばならな

いところに来ています。店舗を含む前畑団地、宮

本団地、そして前畑Ａ棟、Ｂ棟の今後の空き家の

募集は、一般公募で当然実施されるのでしょうか。

そして、長山住宅についても、建てかえ計画は

棚上げされた状況のもとでは、空き家の整備をし

て、不況のもとで苦しむ市民の暮らしを守るため

にも、一日も早く一般募集をすることを特に求め

たいと思いますが、いかがでしょうか。

質問は以上です。なお、乳幼児問題はまたの機



会に質問させていただきます。答弁よろしくお願

いいたします。

○議長（堀口武視君） ただいまの松本議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から合併問題につい

て御答弁を申し上げます。

まず、現在進めている総務省の言っている特例

法の趣旨は、自主合併ではないかということでご

ざいますが、そのとおりでございます。ただ、け

さの朝刊にも載っておりましたが、次に出てくる

ものについては、都道府県知事にかなりのその指

導性を発揮させるような内容の法律改正が出てま

いるかというふうに思っております。現在の特例

法は、御指摘のとおりでございます。

その中で、なぜ合併かということの背景あるい

は理念ということでございますけれども、特に近

年、中央一極集中から地方分権へという時代に入

ってきておりまして、地方分権一括法も既に施行

されております。

ただ、現実にはなかなか分権が地方に進んでい

ないという現状がございます。それは、権限を受

けるための受け皿としての地方自治体のやはりそ

の準備といいますか、体制が整っていないという

部分もあろうかというふうに思います。

それは、やはり一定の規模あるいは一定の職員、

それぞれのそれに対応できるような職種を含めた

形での対応が十分とは言えない部分もございます

し、また財源的にも、分権は来るけれども、お金

が来ないということが現実でございますんで、そ

ういう中できちっとした財政的な強固な基盤とい

うものがなかなかとれていないという部分もあろ

うかというふうに思います。

したがって、この分権時代を生き抜いていくた

めには、やはり一定の面積、あるいは人口規模を

有し、しかも分権を受けるに足りるしっかりとし

た自治体をつくっていく必要があるというふうに

考えております。それが１点でございます。

それと、近年は小さな自治体といいますか、大

阪府には個々３３市があるわけでございますが、

そういう自治体の枠を越えて生活圏が拡大してき

ているという事実がございます。これは、人の交

流あるいは仕事での行き来、あるいは姻戚関係を
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含めてそういう時代に入ってきておりますし、交

通手段も、公共交通手段から車社会に入ってきて

おりまして、比較的容易に他市町へ行くことがで

きるということになってきております。したがっ

て、市町の壁といいますか、市域というものが敷

居が非常に低くなってきて、お互いに交流しやす

い状況になってきているというのがございます。

さらには、特にまちづくりというものを考える

場合に、１市１町で物事を考えるというのもある

んですけれども、特に道路交通とか、あるいは都

市計画ということにつきますと、やっぱり広域的

に考えていかないといけない部分がございます。

したがって、そういう時代に合ったようなまちづ

くりを推進していくためにも、もう少し大きな枠

組みが必要ではないかというふうに思っておりま

す。

特に、この周辺は関西国際空港のフロント地域

でもありまして、関空が３つのまちに分かれてる

ということ自体、問題があるんではないかという

ふうに考えております。したがって、関空周辺を

一体的な地域としまして、そしてまちづくり、あ

るいはさまざまな行政を推進していくということ

が大切だというふうに思っております。そういう

時代に入ってきたということでございます。

もう１つは、行財政の非常に厳しい状況がござ

います。国でも御承知のように相当な借金といい

ますか、負債を抱えておりますし、都道府県はも

ちろん、市町村も非常に厳しい状況が続いており

まして、これからはどんどん少子・高齢化が進ん

でいって、国自体の活力の低下も心配されており

ますし、人口も減少してくるということが考えら

れるわけでございます。

したがって、それらに対応していくためには、

やはり強固な行財政体質をつくっていく必要があ

るというふうに考えております。そこから投資的

経費なり、住民の皆さんの望んでおられるような

施策あるいは事業を生み出していかなければいけ

ないと考えております。

大きくこの４点が合併する上での理念、考え方

でございます。

次に、もし合併した場合にあって、和泉砂川駅

前とか、本市が進めておりますいろんな事業、あ



るいは学校教育施設等の整備が今までどおり図れ

るのかということでございますけれども、当然継

続事業と新規事業に分かれるというふうに思いま

すが、継続事業はそれぞれの市町で既にさまざま

な補助あるいはその他の財源を活用しながら事業

を行っておりますので、これは新市になっても当

然継続していくということでございます。新たに

これからやろうというものについては、新市建設

計画の中に組み込んで、そして新たな財源、例え

ば特例債等を使って、その進捗を早めるというこ

とになっていくわけでございます。

老朽化している学校・園舎については、当然改

善をしていかなければなりません。これは特例債

を使えるのかといいますと、一定の歯どめは示さ

れておりますけれども、それはこの中で今後さま

ざまな知恵を出すなり、あるいは新市のその中に

盛り込んでいくという中で、単独市ではなかなか

難しい事業、あるいは非常にロングスパンで考え

なきゃいけないようなものが一定の年限でできる

ように、この新市の中で取り組んでいく必要があ

るというふうに考えておりますので、御心配いた

だいてるような途中でやめるとか、そういうこと

にはなりませんので、御理解いただきたいと思い

ます。

それと、住民投票について、住民投票を実施す

るにつけての判断材料を提示できるのかというこ

とでございますけども、現在まで４回の法定協議

会が開催されてまいりました。松本議員も委員と

して参画をされておられるわけでございまして、

御承知かというふうに思います。

事務事業につきましては、現在調整の基本方針

について個々に協議会で協議をしていただいてお

りまして、その基本方針に沿って分科会あるいは

専門部会で詳細についての調整を図りまして、あ

るいは幹事会等で調整を図って、改めて協議会に

提案するというものでございます。

今後の協議会につきましては、分科会、専門部

会で協議調整の調った事務事業について提案し、

協議会で承認をいただいた上で、新市建設計画と

ともに住民説明会にお示しをしていきたいと考え

ております。

数千あると言われるすべての項目について、早
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期に調整できるというのは非常に難しいかという

ふうに思いますけれども、住民説明会につきまし

ては、特に住民の生活に影響するであろうと思わ

れるものについては、お示しをしていきたい。例

えば税、それから国民健康保険税、あるいは介護

保険料、保育料、上下水道料金等の身近な料金の

ほか、主な事務事業をお示しして、この住民投票

に御判断いただけるような情報の提供をしてまい

りたいと思います。

あわせまして、新市の建設計画の概要について

もお示しをし、そして市内これからまた１０カ所

程度の説明会を開催して、可能な限り情報提供し

た上で住民投票に臨んでいきたいというふうに考

えております。

○議長（堀口武視君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） まず、２点目の

まちづくりにつきまして御答弁を申し上げます。

イオン開店に伴います交通混雑等のことでござ

いますけれども、イオンモールの交通計画にあっ

ては、自動車の利用３０分程度の圏域を鉄道、幹

線道路等を考慮して、商圏を岸和田市から阪南市、

岩出町までを７ゾーンに設定し、各ゾーンの人口

構成比から交通量の算定が行われてるというとこ

ろでございます。

来店の車につきましては、泉佐野岩出線側で新

設を予定いたしておりますＴ字交差点信号と、そ

れより大阪側の計２カ所、市場岡田線で１カ所の

入り口を計画しているものでございます。また、

退店の車につきましては、泉佐野岩出線側で１カ

所、市場岡田線側で１カ所、周回道路で１カ所の

合計３カ所の出口で処理する計画となっておりま

す。

交通混雑につきましての対応といたしましては、

敷地内に一たん引き込んだ上で、車の入出庫管理

を行うものでございまして、道路の滞留長、時差

信号などにより混雑が生じないよう計画をしてい

るものでございます。

また、オープン時や販売促進日などにつきまし

ては、警備員を配置するほか、臨時駐車場等を設

けるなどの対応を考えていきたいということでご

ざいました。

それと、府道鳥取吉見泉佐野線の整備について



の御質問がございました。

これにつきましては、樽井５号踏切を含む約２

００メートルの区間について、現地の測量が既に

終わってございます。道路計画について地元３地

区と協議を行い、有効幅員３メーターの片側歩道

で整備を進めていくということで、一定の合意が

されております。今月の中旬には関係地権者への

説明会が予定されていると聞いております。

また、平成１６年度には国庫補助金の導入を要

望しており、事業内容としては、道路の実施設計、

用地測量、物件補償調査を予定しているというこ

とでございます。当市といたしましても、できる

だけ早期に整備をしていただけるように、今後と

も強く要望してまいりたいというふうに考えてお

ります。

それと、バイパス道路の建設ということで御質

問がございました。

大里川沿いの市道からりんくうタウンへアクセ

スする道路の建設につきましては、大里川水門か

らの仮排水路の埋め立てを行い、りんくうタウン

内の周回道路の整備を行って、内陸部の道路と接

続するという計画になっております。

イオンモールのショッピングセンターには車で

の来店が多数占めることが予想され、とりわけ土、

日、祝日などは周辺道路の影響が大きいというふ

うに予想されることから、その交通混雑を緩和、

解消するために、今回大型ショッピングセンター

を誘致した大阪府において、責任を持って周回道

路へ接続する道路をできるだけ早期に整備される

ことを機会あるごとに要望してまいりました。

その結果、この道路の整備につきましては、平

成１６年度の企業局の予算として今議会、３月議

会に上程されているというふうに聞いております。

今後、この予算が可決されましたならば、早期に

企業局と協議をして、整備をしていただけるよう

に強く働きかけをしてまいりたいというふうに考

えております。

それと、住宅問題でございますが、代表質問で

もございまして、市長から御答弁を申し上げてい

るとおりでございます。平成１７年の３月までに

双方円満解決を図ると、努力するということで覚

書が交わされてるというところでございます。

－８３－

以後、この覚書に沿いまして、代表者の方々と

御協議を重ねてまいりました。私、９月議会で方

向性ぐらいは出したいというふうに御答弁を申し

上げました。残念ながらできませんでした。心か

ら関係の方々におわびを申し上げます。

ただ、現在、大阪府を通じ、国土交通省におい

て国・府双方で法的な是非等も含め方策について

協議検討が行われておりまして、近々に一定の方

向性、見解が示されるものというふうに考えてお

ります。市としてもそれを受け、具体的な協議に

進展するものというふうに考えておりまして、一

定の時期に双方いい回答が見出せるのではないか

というふうに思っております。

それと、前畑・宮本団地、Ａ棟、Ｂ棟の募集関

係でございますが、前畑、宮本の旧地域改善向け

住宅について、従来から入居待機者の解消に努め

てまいりましたが、今年度において一定の解消の

めどが立ち、新たな入居システム構築のため、地

元等と協議を重ねてまいりました。

その結果、一定の合意に達し、入居者の選考に

当たりまして、公平、透明な選考のため、対象地

域を全市域とした住宅困窮度評定募集を新年度、

１６年度から導入すべく、現在作業に取り組んで

いるところでございます。

また、長山住宅につきましては、これは昭和４

０年に建設された住宅でございまして、既に約４

０年近くが経過しているということで、相当老朽

化した状態でございますので、現在は入居募集は

いたしておりません。今後、住宅環境に配慮した

総合的な住宅施策を考えていく中で対応をしてま

いりたいというふうに考えてるところでございま

す。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

商業者対策についてお答えさしていただきます。

議員御指摘の部分は、本市の方からイオンモー

ルに対して本市小売業者に対する配慮等について

貴社の考え方をお示しいただきたいというふうな

形で照会さしていただきました。その結果、イオ

ンモールの方から来た回答が、ショッピングセン

ターへの出店により新しい営業のチャンスが生ま



れると考えている、これが１点で、２点目には、

広い地域からの来場が予測され、既存商店につい

ても新しい商業の機会が得られると考えていると、

こういうふうな回答があったということでござい

ます。

まず、１点目のショッピングセンターへの出店

ということにつきましては、やはりこれも大きな

インパクトの１つではないかと思っております。

我々もこの辺のところにつきましては、早く市内

の小売業者の方々に情報提供をするということが

やはり重要かというふうに思いまして、昨年の９

月２２日に、一般の専門店募集の説明会の前に樽

井の区民センターで開催さしていただいたという

こともございます。そのときは３２名ほどの方に

御参加いただいて、いろんな情報を入手されたと

いうふうに聞いてます。結果的には３店が現在応

募されてるということでございます。これにつき

ましても、泉南市に立地するということのインパ

クトの活用例ではないんかなというふうに考えて

おります。

それから、２点目でございますけども、広い地

域からの来場が予測される。これにつきましては、

イオンモールの向こうの説明では、年間１，２００

万人ぐらいの人がこの泉南市を訪れるということ

でございます。ですから、この１，２００万人をい

ろんな形で既存の商店街の中、商店の中でもとら

えていくという方法は、いろんな工夫は要るとは

思いますけども、やはりそれだけ泉南に今まで以

上に人が来るということが１つの事実でございま

すんで、いろんな形でとらえて商業機会を得られ

たらというような考え方をしております。

議員御指摘の部分は、これらについて市として

どう考えるのかということでございますけれども、

今回のイオンモール出店につきましては、私何度

かお話しさしてもらってますように、大店立地法

という法律の中で出店してまいります。

ですから、今までのような商業者に配慮という

形ではなくて、周辺の環境問題を重視するという

ような法律でございますので、この回答について

は、一定の枠の中で回答されたもんじゃないんか

なというふうな評価をしてるところでございます。

以上でございます。

－８４－

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） それでは、議席から質問

さしていただきます。

イオン出店で交通混雑が予測される男里浜地域、

本当に毎日の生活の中では大量の自動車が流れ込

んできて死活問題になってるという、こういう実

態があるわけですから、イオンが出店されたと同

時にそれが突然起こるわけですよね。だからこそ、

事前にその解決のために策を練ってやらねばなら

ない、出店をおくらせて道路の整備など、本当は

そういうことから対策を練らねばならないと、私

はそんなふうに思ってきたんですが、それが実施

されなかったということで。

そうしますと、あくまでも早急にやらなあかん

こととして、防災センターの前の閉鎖されてる道

路をそのまま延長して水門のところへつないでい

けるように埋め立てて、そこに大里川に橋をつく

って焼却炉の方に流していくような、そういう道

路づくりが一番解決する可能な道だと思うんです

が、昔りんくうタウンが埋め立てられてすぐに海

水浴場が開設されたんですけど、そのときに焼却

場の方から仮設道路がついてたことを覚えてるん

ですよね。私は、そういうこともできたんですか

ら、イオン出店までに対策としてできることは何

でもやると、住民に迷惑をかけないということを

やっぱり実施していただけるような強い姿勢で臨

んでいただきたいと思うんですよね。

それから、紀州街道と言われている男里浜内の

府道ですが、あれについてはそんなに突然幾ら工

事をすると、歩道をつくるという計画をしても、

一気にできるわけではありませんからね。今後の

問題として、それは歩道づくりに十分時間がかか

ることとして、当然急がねばならないことではあ

りますが、それを期待することは開店までにはで

きませんね。だからこそ、そのバイパス道路の問

題も強く主張してるわけですよね。お答えいただ

けるように、そのバイパス道路の問題では答弁く

ださい。

それから、あとイオン出店にかかわって信号機

が設置されるわけですけど、信号機というのは大

体１年に１本ぐらいしか２市１町では設置するこ

とができないということが、今まで事例としてそ



ういう事態だったと思うんですね。

そうしますと、今から１７年に開設をしようと

している農業公園の部分で、現在あの農業公園の

入り口のところに信号をつくると言うてたことが、

私は１５年度の末には信号設置するということが

可能であると、こういうふうに思ってたんですが、

それが可能ではなくなって、１６年度に引き延ば

されたと。

いろいろ事情があったということですけれど、

その信号は、１年に１本ということであれば、今

チューリップ園をつくったりコスモス園をつくっ

たりして、多くの皆さんが喜んで山に上がってま

すね。農業公園へ上がってます。そういう部分で

の信号設置は一体どうなるのか。この辺について

もちゃんと答えを出していただかねばならないと

思います。

それから、あと合併問題ですけれども、市長は、

いろいろ財政困難な中で新しい時代に向けて、こ

れはやっていかねばならないことだといろいろ御

説明されたんですが、当然継続事業は引き継いで

いくんだと、こういうふうにおっしゃいましたけ

れども、もともと合併と、それから泉南市は合併

しなくても１８年には黒字になるという財政計画

も出されて、この相反するものが２つ出てきて、

我々議会人といたしましては混乱してるところで

すけれども、とりあえず合併という立場に立って

みたときに、本当に今私が言いましたような従来

からの泉南市民の要望としてずっと出されてきた

計画が、本当にまともな形で進めていくことはで

きるのか。

特に、私は、学校施設の耐震強化と、それから

大規模改修、これは阪神大震災時にはそれこそ避

難施設となった学校施設が、今、泉南のように３

０年前後になるような建物がほとんどの中で、そ

ういう改修をできない、そういう事態に追い込ま

れるということは、これはやっぱりぐあいの悪い

話で、泉南だけでなくて阪南も泉佐野も、岬町は

どうですかね。それこそ大規模改修をせねばなら

ない学校が幾つも、みんな政府から、文部科学省

から耐震強化をせよということで迫られてきてる

わけでしょう。

３市２町が出した市町村合併に係る調査研究報

－８５－

告書、この中にも学校のことが幾つか書いてまし

て、しかもこれからやるということでの教育課題

では、学校施設について老朽化と、それから耐震

強化の補強、大規模改修、それはやらねばならな

いんだということがみんなうたわれてるわけです。

ところが、泉南市が出している表現の仕方はどう

ですか。義務教育施設適正管理、整備、保全、こ

ういう書き方しかやってないんですよ。

従来から私たち日本共産党は、学校のウオッチ

ングをしたりしながら、耐震強化と大規模改修を

ずっと主張してきたのにもかかわらず、取り組む

べき問題がずっと先送りにされていつのことかわ

からない、こういうふうなことで議会の中でも幾

つかの質問に答えられておりますから、私は泉南

市が教育関係にかけるエネルギーというのは、き

ょう朝からの奥和田議員の質問もありましたけれ

ども、それは市民としても我々議会人としてもウ

オッチングさしてもらった中で感ずるところは同

じです。

やっぱり十分な教育、ゆとりある教育、子供た

ちにいい環境という、そういうことを実践するな

らば、今のままではいけないと。だから、そのた

めにお金をかけねばならないはずなんですよね。

で、特例債は６６０億円でしょう。新しい市にな

ったということで、庁舎なんかの建設やら、また

それ以外のいろんな大きな公共事業が含まれてく

ると。

そうしますと、今でも借金だらけ、２，７００億

から８００億ぐらいの借金を持っている３市２町

の借金総額ですよ。そんな中で新たな事業をして、

また事業をしたら、３割分が借金として加算され

てくるわけでしょう。そんな中で、本当に学校施

設を十分なものにして、まともにお金をかけてい

けるかどうかというのが不安ですから私は聞いて

るわけです。

たくさん言いたいことありますけれども、要約

しますと、そういうたくさんの借金を抱えたまち

が新しい市になっても、住民の要求に十分こたえ

られるようなことができるかどうか。そういうこ

とを不安に思っている市民の皆さんの声をどう反

映されるのかということでお答え願いたいと思い

ます。



それから、もう１つは、公共料金とか使用料で

すね。そういうものが大変な中で合併によってど

うなるのかという不安がたくさんありますから、

そのことについても調整されるということですが、

どのぐらいの時期にということで答えていただけ

たらありがたいです。

○議長（堀口武視君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 再度の御質問が

ございました。

まず、男里浜地域に関しまして、大里川沿いの

市道からりんくうタウンへのアクセス道路という

ことで、このバイパス道路がイオン開店時までに

は間に合わんのではないかということでございま

すが、これにつきましては、大阪府企業局と十分

調整をした中で、イオンの開店時までに竣工、整

備ができるように我々としても努力をしてまいり

たいというふうに考えておるところでございます。

信号機の特に農業公園の関係で御質問ございま

した。

１６年度中に工事、竣工し、１７年度中の開園

を予定いたしておるところでございますので、信

号機につきましては、これはお約束ができており

ますので、必ずつくというふうに確信をいたして

おります。先生御質問の１年に１本か２本という

話でございますけれども、必ずこれについては実

現をされるというふうに考えております。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 私の方から合併問題に

ついて御答弁申し上げます。

まず、議員御指摘の継続事業の特に義務教育施

設等の老朽化、これについては、たとえ新市にな

っても問題が解消できないのかといった御質問で

ございましたけれども、現在事務レベルでは、新

市建設計画について作成すべく協議を行っており

ます。その中で、これから合併後の計画の中で基

本的な方針などを決めまして、そしてその中でど

ういった事業を展開していくかという協議も行っ

てまいります。

ですから、そういった継続事業については、当

然今後も必要な事業であるということ、そして義

務教育のこういった老朽化の問題につきましても

重要な問題であるととらえられまして、この問題

－８６－

については新市になっても解決されていく問題で

あると、このように考えております。

それと、公共料金、使用料についてはどうなる

のかという御質問でございました。

この公共料金につきましては、現在第４回の協

議会が開催されてますけども、その中でも今後使

用料、手数料とか、そういった問題が提案されて

くると思います。そして、その使用料、手数料、

あるいは補助金、交付金とかそういった問題につ

きましては、この各種事務事業の取り扱いの中で

考えられ、そしてまたこの問題は多岐にわたり、

相当膨大な項目の調整を要するものと、このよう

に理解しております。

そして、泉州南合併協議会では、まず調整の基

本方針を定めまして、あと専門部会でありますと

か分科会の方で、その方針に基づき調整が調った

段階で合併協議会の方に御提案さしていただくと

いう形で進んでいこうかと、このように思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） 公共料金の問題ですけれ

ども、例えば泉南市は水道料２０立方で２，６２２

円、大体平均値出してですよ。それから、泉佐野

は１，５８０円――いろいろありますけれどもね、

ちょっと泉佐野と比較さしていただいて。それか

ら、下水道料金は、泉南市は２０で１，７０１円、

それから泉佐野では１，５９６円。幼稚園の保育料

は、１年間に泉南は１０万８，０００円、泉佐野は

９万９，０００円に入園料と。それから、国保の１

人当たりは、泉佐野は８万２，８５１円、泉南市は

７万２５７円。３市２町とも全部違うわけですけ

れども、それぞれにこうした違うものを調整せな

いかんということでしょう。

物すごい大変な問題だと思うんですが、サービ

スは高く負担は低くといううたい文句になってい

る総務省の出されたこういうものの中には、必ず

その言葉があふれるように出てくるわけです。だ

から、そういう調整でいくならば、私たちは低い

ところに合わしてもらえるんだなと、そういう表

現を見たときにそういうふうに思うんですが、実

際そういう状況はつくれるのかどうか。



それから、判断材料として住民投票までに示さ

ないかんわけですから、そういうものが実態とし

てきちっと示されるのかどうか、３市２町の実態

がきっちり示されるのかどうか、その点について

もお答えいただきたいと思います。

それから、たくさんの借金があるわけですから、

その借金も財政の負担になってくるわけですから、

３市２町の実態の中では、その借金を返していく

ためには住民負担というものがどんどんかぶさっ

てくるんだと思うので、その点どういうふうに対

応されていかれるのか、お聞きしたいと思います。

それから、住宅問題では、本当に３つに１つの

選択しかない、こういうふうに言われてましたよ

ね。これまで、きのうからの論議を見ますと、定

借でもだめ、建てかえでもだめ。そうしますと売

却しかないと。この３つのどれかをとらねばなら

ない解決方法で、残されたのは売却しかないわけ

ですよ。住民と定借も含めて合意をするというこ

とになってるわけですからね、覚書では。それで

いきますと、市長は当然どういう答えを出される

のか。

先ほどからも何回も言いましたけれども、住民

の皆さんもきょうは傍聴に来てはるわけですから、

その辺きちっとお答えを出してあげていただけれ

ばと。それはもう国とか大阪府のそういう調整は

あるでしょうが、しっかりとその辺についてはど

ういうふうな形で市長は臨まれていかれるのか。

答えは３つのうち１つしかないわけですよ。その

点、政治判断ということも大事なことではないで

すか。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 代表質問でもお答えしまし

たとおり、１７年３月末までに定期借地等含めて

円満解決を図るように努力するという努力目標で

はありますが、努力目標じゃなくて、１７年３月

末までに解決するようにしたいということは、も

うずっときのうからも申し上げております。方法

については、大阪府に我々の意向は十分伝えてお

ります。それを受けて、国と今調整をしていただ

いております。

したがって、その回答といいますか、近々出る

というふうに聞いておりますので、それを見た中

－８７－

で、泉南市として、また入居者の皆さんとお話を

して、しかも国・府の一定の理解が得られるよう

な方策というものを考えていきたいというふうに

考えております。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 使用料、手数料につい

ての再度の御質問でございます。

ひとつ今回使用料、手数料の問題について御答

弁さしていただきますけれども、第４回の合併協

議会のときに、使用料、手数料の取り扱いについ

てどうするのかといった基本方針が協議会に提案

されました。そして、議員御指摘のように使用料、

手数料あるいは国保料にしても、やっぱり各市町

村で違いがございます。

ですので、資料といたしましては、各３市２町

が現在どういうふうになってるのかという資料を

お示しさしていただきまして、そしてその調整方

針としては、使用料については原則として現行の

とおりとすると、ただし同一または類似する施設

の使用料については可能な限り統一しましょうと

いうこと、そしてただこの場合には必要に応じて

激変緩和措置も講じましょうということ、そして

手数料につきましては、住民負担に配慮しつつ、

負担の公平の原則に基づき可能な限り統一しまし

ょうという形で、基本的には統一するというそう

いった調整方針が出ております。

ただ、その物によってはまた激変緩和措置も講

じようということで、一定その辺で調整が図られ

てくるのではないかと、このように思っておりま

す。

それと、あと３市２町の持ってる債務の扱いに

ついてはどうするかという御質問でございました。

この債務につきましては、これは財産の扱いと

いうところで、債務の分については新市の方に引

き継がれますよという形で言われております。そ

して、この債務につきましては、今後また新市建

設計画の中で財政計画というのが１０年間のシミ

ュレーションという形であらわされていくと思い

ますけれども、そのときには歳入あるいは歳出の

部分で示されてくると、その中でこの債務の扱い

について今後どういうふうにしていくかというこ

とも具体的に調整、そして提案されると、このよ



うに考えております。

以上です。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） 平成の合併で一番最初に

合併をしたのは、関東にあるあきる野市ですね。

ここのあきる野市から出されている白書を見まし

ても、サービスは高く負担は低くと、こういう形

で合併をしたと。住民にとってはよかったなと手

をたたいて喜んだと。

しかし、もう数年たたないうちに値上げが実施

されて、そして例えば国保税やったら最高４４万

やったのが５０万円になり、そしてまた――９５

年に合併してるんですよ。それが４４万と５０万

だったんですね、２つのまちですから。それが４

４万になり、低い方で合わされたはずだったのが、

１年たつと４８万に上がったと。それから、また

五、六年たつと５１万まではね上がったというこ

とですね。だから、本当に新しい市は住民の思い

とはよそに、値上げをする形でどんどんと統一を

図っていくと、そういうこと。

それから、激変緩和ももちろん含めてのことで

統一をせねばならないといいますが、こういう現

行どおりで進められる使用料については、統一さ

れるということは先送りして、そのまま住民には

わからない形で進めて、以後値上げをして統一を

すると、そういうふうにしか見えない状況がある

ということですよね。

だから、国保だけではありません。それ以外も

っともっとたくさんあるわけですけれども、そう

いう１，５００から２，０００項目と言われているこ

の調整項目ですね。そういう調整項目のすべてを

私たちは本当は市民の前に出していただきたい。

そして、どんな形で調整をしていくのか。新しい

市になってから調整するということのないように、

やるべきことはやってもらわないと、判断材料に

はならない、そう思っております。

それから、借金がいっぱいあって、またその上

に新しい公共事業で借金ができる。そうなります

と、さっき言いましたように、学校施設なんかも、

泉南だけでもそうでしょう、学校の数は２０以上

あるわけですけど、全部古いんですから、改修を

すると、耐震の予備調査をしたときには、全部や

－８８－

ると小学校だけでも１５０億かかると、こういう

ふうに書かれておりましたよ。

それだけのたくさんのお金をかけなければなら

ない大規模改修ですから、それが合併でどうなる

のかというのは当然不安な材料です。その辺につ

いてはどういうふうにお考えでしょうか。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） これは事業を選択する

場合に、当然その団体の一番必要度の高い事業を

選択されていくと、このように思います。

ですので、特に学校施設の老朽ですか、そうい

った問題が３市２町共通の課題として大きな課題

としてとらえられていく、これは事実でございま

すので、新市になりましても、そういった事業に

つきましては優先的に展開されていくものと、こ

のように考えております。

○議長（堀口武視君） 松本議員。

○１１番（松本雪美君） 最後に住宅の問題を一言。

住民の立場に立って、住民の皆さんと十分に話

し合いをして、そして納得できる解決を図ってい

ただきたい。これまでの長い間の御苦労を思うと、

本当にあと残された１７年３月までのこの期間で

すね、あと１年間。この間にきちっと住宅の皆さ

んが納得できるように、それこそ皆さんの思いが

達せられるような売却という形で答えが出るよう

に、これだけ財政難のときですから、よろしくお

願いします。

○議長（堀口武視君） 以上で松本議員の質問を終

結いたします。

次に、１８番 成田政彦君の質問を許可いたし

ます。成田政彦君。

○１８番（成田政彦君） 日本共産党市会議員団の

成田政彦です。

２００４年の政府予算の特徴は、介護、年金、

雇用保険料の引き上げや庶民増税など、今後１０

数年にわたって国民に際限なき負担を強いるレー

ルをしくものとなっています。同時に、昨年に引

き続いて連続の国民負担増の予算となっています。

実に小泉首相の任期が切れる２００６年までに７

兆円も国民負担増となります。

さらに、ことしの予算は、三位一体改革で地方

自治体への地方交付税、臨時財政対策債の合計２



兆８，０００億円の削減は、地方自治体の財政運営

に困難を来し、自治体の福祉・教育予算の削減を

もたらし、住民生活への影響は大きなものとなり

ます。全国知事会、全国市長会から、これでは何

の改革かと悲鳴が出るのは当然であります。地方

自治体と住民に国の無責任な財政赤字のツケを回

し、住民サービスを切り捨てることは許されませ

ん。

また、平和の問題でも、イラク自衛隊派兵、弾

道ミサイル防衛システムの予算を見ても、憲法９

条改悪の動きを含めて、アメリカの軍事戦略に日

本を組み込む危険なアメリカ追随の予算となって

います。

過去に橋本内閣は消費税の引き上げなど６兆円

を国民に負担させましたが、小泉内閣はそれ以上

の負担を国民に強いる内閣となっています。この

ような国の政治に対して地方自治体は、市民の暮

らしを守る立場で政治を行うことが必要ではない

でしょうか。私はこのような立場より、大綱５点

にわたって質問してまいります。

大綱第１点は、合併問題であります。

既に合併協議会は４回の協議を終え、実質協議

はあと半年余りと言われるほど、強行スケジュー

ルで進んでいます。２，０００項目という協議事項

の内容などの情報が住民投票の前に市民に提供さ

れるかどうかは、甚だ疑問です。

とりわけ市民生活に大きな影響を及ぼす水道料

金などの市民サービス、市役所が廃止になったと

きのサービスの利便性、財政問題などについては、

もっと市民に知らすべきではないでしょうか。合

併問題に対する市独自にデメリット、メリットを

含めての情報提供はすべきではないかと思います

が、お伺いしたいと思います。

大綱第２点は、財政再建問題についてでありま

す。

第２次財政再建計画は、２００２年度決算で７

億８，０００万円の累積赤字を抱えて、あえなく落

城となりました。その原因としては、税収減を初

め多くの原因が考えられますが、１９９７年以来、

人件費、幼稚園、保育料など手数料、使用料を際

限なく引き上げ、市民、職員に負担を強いてきた

が、一向に改善される方向は見えません。

－８９－

このような中で、国は三位一体で国の補助金削

減を打ち出し、地方自治体の財政はますます厳し

くなってきています。財政再建についての今後の

取り組みについてお伺いしたいと思います。

第３点目は、不登校・引きこもり問題です。

全国で不登校については、小・中学校で１３万

人以上、引きこもりは５０万人から１００万人、

またはそれ以上と言われています。

不登校、引きこもりについても、その原因は家

庭、学校、社会からといって必ずしも決まってい

るものではありません。不登校、引きこもりにつ

いては、正しい見方が必要であります。本人も含

めて、家族の方々の努力、そして学校関係者を含

め、多くの関係者が真剣な努力をしておることに

ついては、改めて頭の下がる思いであります。

そこで、お伺いしますが、教育委員会としての

不登校、市として引きこもりについてどのように

対応を考えられているのか、お伺いしたいと思い

ます。

大綱４点目は、砂川樫井線建設問題についてで

あります。

来年３月に砂川樫井線の一部開通として、一丘

団地内の市場赤井神社線を経て第二阪和国道への

市場２番交差点に出るようになりますが、交通安

全対策としてその間の信号、そのほか交通安全対

策をお伺いしたいと思います。

大綱５点目は、都市整備公団が海営宮池横に公

園を建設しようとしている問題についてでありま

す。

公園建設進捗状況についてお伺いしたいと思い

ます。

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（堀口武視君） ただいまの成田議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 合併問題について、私の方

から答弁を申し上げます。

泉州南合併協議会は、３月１日に第４回目の協

議会を開催いたしましたが、平成１６年１２月の

合併協定書締結、平成１７年３月知事に申請、平

成１７年９月の合併を目標に鋭意協議を進めてお

ります。

合併協議会での協議がスムーズに進むように、



専門部会、分科会におきまして十分に調整を図り、

この日程を目標に進めているところでございます

が、協議会も４月、５月は２回ずつ予定しており

ますように、必要なときには臨時の協議会を開催

することを前提といたしております。

また、合併協議会には新市名称・庁舎検討小委

員会と新市建設計画小委員会の２つの小委員会を

設け、詳細にわたる検討を小委員会で行った上で

合併協議会で決定することといたしております。

これ以外にも合併協議会で必要と認められるもの

については、別途小委員会を設けることもあるか

というふうに考えております。合併協議会で目標

といたしております平成１７年９月の合併に向け、

鋭意努力をしてまいる所存でございます。

また、情報提供についての御質問もございまし

た。合併に関する情報の提供につきましては、泉

州南合併協議会の「協議会だより」やホームペー

ジでの情報の公開を行っており、また６月にはシ

ンポジウムを開催し、新市建設計画の素案をお示

しする予定でございます。

合併協議会では、合併協定項目について協議調

整を行っておりますが、その中には使用料、手数

料の取り扱いや各種事務事業の取り扱い、新市建

設計画、この中には財政シミュレーションも含ま

れておりますので、これらについての協議が進ん

でまいりますと、順次新市の姿が見えてまいりま

す。

各種事務事業、その他の市の施策全般について

のメリット、デメリットは、おのおのの項目の協

議が終わった段階で明らかになってくるものと思

っております。

今議会に住民投票条例を提出しておりますが、

住民投票を行う前に住民説明会を再度開催し、新

市建設計画の概要、主な事務事業についての説明

を行う予定をいたしております。

住民説明会は昨年も実施しておりますが、同様

に１０回程度開催し、他に御要望があれば可能な

限り対応していく所存でございます。いろんな形

を通じて、情報の公開に努めてまいります。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） それでは、私の方から、

財政再建についての今後の取り組み方ということ

－９０－

で御答弁さしていただきます。

平成１０年度以来赤字決算が続きましたことか

ら、平成１４年９月に本市財政の危機的状況を打

破するためには財政構造を改革する必要があると

の観点から、実質収支の黒字転化のみならず、経

常収支の改善をも内容とする財政健全化計画を取

りまとめ、その推進を図ってまいっております。

また、平成１６年度は財政健全化計画に掲げます

実質収支の黒字転化を実現する年でもあり、取り

組みの真価が問われる年でもございます。

このような状況でございますので、私ども昨年

ローリング案としてお示しさしていただきました

財政健全化計画の１６年度の黒字化、あるいはま

た１８年度の経常収支の５％引き下げということ

で取り組み項目を進めまして、またその中で先般

来お示しさしていただきました第３次行革の取り

組みも同時にあわせて強化してまいりまして、一

定財源の黒字化あるいは財源を確保いたしまして、

投資財源の一定確保とか、あるいは新たな市民の

施策に柔軟に対応できるような財源の確保という

ことで取り組んでまいりたい、そして健全化を図

ってまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 私の方から不登校・引き

こもり問題について御答弁を申し上げます。

本市の不登校・引きこもり問題の現状について、

まず不登校についてでございますけれども、１５

年度２学期末現在、中学校では４５名、前年度は

５７名でございます。小学校につきましては１６

名、前年度は１９人となっています。

また、全欠席者につきましては、中学校１人、

小学校２人というふうになっておりますけれども、

適応指道教室のメンタルサポーターやスーパーバ

イザーが定期的なかかわりを持っておるところで

ございます。

教育委員会といたしましては、前年度に比べて

減少傾向になっているものの、依然として重大な

問題というふうに受けとめております。また、児

童虐待が不登校の原因の１つになっているケース

もあると言われておりますので、不登校児童・生

徒の状況把握や原因追及が大切であるというふう



に考えております。

不登校問題の解決には、１つの視点だけではな

くて、未然防止、早期発見、ケアシステムの充実

に向けた総合的な取り組みが必要であるというふ

うに思っております。

そこで、１５年度より文部科学省のスクーリン

グ・サポート・ネットワーク整備事業の委嘱を受

けまして、不登校児童・生徒の早期発見、早期対

応を初め、より一層きめ細かな支援を行うために、

教員や適応指導教室指導員の研修、家庭への訪問

指導など、不登校対策に関する適応指導教室の中

核的機能を充実し、学校、家庭、関係機関が連携

した地域ぐるみのサポートシステムの整備を図っ

てまいりました。

また、学校におきましては、わかる授業や魅力

ある学校づくり、不登校問題に対して共通理解の

もと組織対応、スクールカウンセラー等の外部人

材の有効活用に取り組んでおるところでございま

す。

教育委員会といたしましては、今後とも不登校

・引きこもり問題の解決に向け、泉南市児童虐待

防止ネットワークを初め、各関係機関とも連携を

図りながら、地域や市民の協力も得ながら取り組

みを推進していく所存でございますので、よろし

くお願いを申し上げます。

○議長（堀口武視君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 私の方から、４

番目、５番目の砂川樫井線及び海営宮池公園につ

きまして御答弁を申し上げます。

砂川樫井線でございますけれども、現在用地交

渉につきまして鋭意交渉に努めているというとこ

ろでございます。

交通安全対策でございますけれども、砂川樫井

線の事業完了後、団地内の通過交通が増加すると

いうふうに予想されることから、この対策につき

まして、砂川樫井線と市場長慶寺砂川線との交差

部分、並びに砂川樫井線と一丘中学校へ曲がる交

差部分等、幾つか地元の住民の方々から要望をい

ただいております。

この要望につきましては当然尊重いたしまして、

信号等交通安全対策につきまして、警察並びに関

係機関と協議を行って対応してまいりたいという
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ふうに考えておるところでございます。

それと、海営宮池付近の公園建設でございます

が、先般より都市基盤整備公団から、公団所有地

の２カ所、合わせて約１万平米につきまして、公

園として整備をした後、市に移管したい旨の申し

入れがございまして、本市としても市内で有数の

規模の公園であるということから、引き取りを視

野に入れまして、構造、景観、安全、条件等いろ

んな方面から協議を重ねてまいっております。

特に、とりわけ本市の財政状況を考慮いたしま

して、財政上の負担を公団に強く求めているとこ

ろでございまして、現在まだそれの決着は見てお

りませんけれども、よりよい公園として引き取れ

るように協議をいたしてまいりたいというふうに

思っております。予定としては１６年中に竣工を

考えておるところでございまして、早急に財政負

担等について詰めてまいりたいというふうに考え

ております。

以上です。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） それでは、再質を行いた

いと思います。

１つは、合併問題であります。市長は、多分法

定協議会の方から住民投票を前に十分なる資料が

提供されるだろうと、こういう答弁だろうと私は

思います。しかし、今まで私この資料とかメール

を見ますと、ほとんどメリット、いわゆるデメリ

ットについては余り触れられてないということで、

やはり平等にこの資料を提供する必要があるんじ

ゃないかと私は思います。

特に、僕は合併問題は裏も表もやっぱり財政問

題が主役ではないかと思っております。それで、

公共料金については、これは簡単な、いわゆる合

併協議会で議論できるかというのは非常に難しい

問題です。なぜかというと、サービスは高く費用

は低いということになるんですけど、そうすると

例えば金額が水道料金１つ見ても、泉佐野市が２

０立方１，５８０円で、岬町が３，０８０円、それか

ら下水道料金は２０立方１，５２０円で田尻町は１，

１７０円。

そのほか、保育所、国保、介護と、そして企業

会計――下水とか水道は単独でなく、これは企業



会計ですね。そうすると、例えば高くに合わせる

となったら、引き上げですから財源措置は僕は要

らないと思います。しかし、サービスは高く料金

が低くなると、例えば泉佐野市と岬町の水道料金

は何と差額が、泉南市と泉佐野市の差額だけでも

９８０円佐野は低いですわな。

それから、下水料金も泉南市と田尻町の差は大

体１８０円ありますから、それから保育、国保、

介護とこの財源、例えばこれは東京の和光とか秋

川市とか、そういうとき、いわゆる公共料金を論

議したとき、結局引き下げるにはその財源措置が

要ると。そうすると、これはもう現実の話ですか

ら、合併協議会でこんなことが協議できるかとい

うことですわ。

例えば、水道料金を泉佐野市の１，５８０円に合

わせようという話になった場合、泉南と泉佐野市

の差は９８０円ですから、その財源措置をどうす

るのやと。また、下水道もそうでしょう。その財

源措置をどうするんやと。計算しただけでも２４

万４，９８３人合併市になりますので、単純に例え

ば１人１，０００円引き下げようと思ったら、これ

だけで２億４，０００万。単純な計算ですよ、こん

なのは。

１カ月これだけかかるんですけど、だからそう

いう面では、その財源――これは当然住民に対し

て、公共料金については結局どうなるんやという

ことを、３年後、５年後調整すると、新市になっ

たら協議するというて、結局合併したら値上げと、

そういう不誠実なことでなく、これはきちっと調

べて住民にデメリット、メリットを判断させる必

要があるんじゃないかと思うんですけど、その点

をお伺いしたいと思います。

それから、もう１つは三位一体と、これは行革

も、それから合併の問題すべてに財源問題は当て

はまります。それで、この三位一体の問題はどの

ような大きな影響を与えるかということで、政府

は平成１６年度地方財政計画では経常経費０．５％

減、投資的経費２５．５％減、臨時財政対策債発行

可能額２８．６％減、３年間にわたって４兆円削減

すると。

市長も施政方針の冒頭でこのことについて、か

なり財政運営は厳しいということを言われたんで
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すけど、実際これ平成１６年度における影響額、

交付税、臨時対策債、それから国庫補助金負担金、

これはあれでしょう、保育所がたくさんあるとこ

ろ、これは物すごく大きな影響を与えるというこ

とは必至で、我々の調査でも大阪市なんか２００

億ぐらい削減されると、これが、結局。

泉南市は公立保育所が５つありますから、この

影響額というたら莫大なものなんじゃないかと。

その点で、三位一体における平成１６年度の影響

額は大体どの程度になるのか、それをちょっとお

伺いしたいと思います。

それから、３番目の不登校・引きこもりの問題

なんですけど、これは先ほど教育長が言われたん

ですけど、泉南市の状況を見ますと、私は何も泉

南市だけが深刻でないと。全国的に見て、中学生、

小学生１３万人、引きこもりについては５０万か

ら１００万、これはもっとあると言われてます。

ＮＨＫの教育テレビで引きこもり――今ずっと

メール引いたら出てきますけどね。そこに出てく

るんですけど、特に１０代、２０代の人たちが非

常に多いということで、引きこもりの子供たちを

サポートしないということは、その存在を地域社

会から消してしまうことではないかということで、

子供たちの人権そのものにかかわる重大な問題で

はないかと。

不登校もそうですよ。子供たちの人権にかかわ

る問題ではないかと思うんですけど、長期欠席、

不登校の状況を見ますと、やはり大阪府は全国的

に飛び抜けて高い、これは事実であります。平成

１５年で中学生では２０日以上、長期不登校を入

れると大体６．７％ですから、５０人の教室に３人

不登校がいると。我々の時代は考えられないんで

すな。５０人の家庭に３人いるということなんで

す。

それと、もう１つは、これはもっと心配される

のは、全部不登校が原因じゃないんですけどね、

引きこもりの人たちは、そのうち約２０％は不登

校が引きずっとるということも言われております。

そういう点で、不登校の現状と、今話されたん

ですけど、実際学校で行われてるカウンセリング、

それから地域でやってるメンタルそういう問題に

ついて、父兄の要望はなかなか出しにくいと。今



の社会においてそういうことが、本来は引きこも

りも不登校も、怠け者でも全然そういうことはな

いんだけど、そういう社会的なもんがあって、な

かなか自分から出ることはできないと。だから、

いわゆる引きこもりについては基本的にはみずか

ら解決できないと。手を差し伸べなこれは絶対解

決できないというのは、専門家の意見であります。

そういう点で、どのように手を差し伸べるのか。

これは重大なことだと思うんです。その点、不登

校について、カウンセリングは結局学校だけの中

の対応やと。カウンセリングに出ていって相談で

きる子は、もう一歩自立が始まっとる子やという

ことは言えるんです。

だから、カウンセリングの問題を学校だけです

るのはどうか。非常に頑張っておられますよ、み

んな。非常に頑張っていますけどね。それから、

メンタルの友達、それも非常に頑張ってるんだけ

ど、学校、行政、病院、保健所、そういう連絡は、

まず不登校の方とかそういう関係はどうなっとる

か。

引きこもりについては、ちょっとお伺いしたい

んですけど、２００１年に厚生労働省から全国の

市町村にこういう「地域精神保健活動ガイドライ

ン」というのが配られとるんですが、これは市町

村のどこで管理して、今それは実際役に立っとる

のか。やっとる市もあるんです。それをお伺いし

たいと思います。

それから、砂川樫井線の問題については、交通

安全対策、信号などは大体どのような形になって

きたのか。それから、公団に対しては維持管理費、

確かに大きな公園を公団がやるんですけど、それ

はどうなっとるのか。

以上、お伺いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） 大前財務部長。

○財務部長（大前輝俊君） 私の方から、三位一体

改革に伴います１６年度予算の財源の影響という

ことで御答弁さしていただきます。

普通交付税が６．５％の減少ということで、影響

額として１億２，９００万円を見込んでおります。

また、臨時財政対策債が２８．６％ということで３

億６，６００万円、それに公立保育所の負担金とい

たしまして国庫分が１億２，４００万円、そして同
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じく公立の保育所の負担金の府費分といたしまし

て６，２００万円、それで６億８，１００万円という

ことになります。

一方、今回所得譲与税ということで、それが新

たに１億７００万円入ってまいります。差し引き

いたしますと５億７，４００万円の減ということで、

それと今回交付税との関係で市税の調定額が２億

９，０００万円ほど減っております。５億７，４００

万と２億９，０００万それぞれ減少しておりますの

で、合わせますと８億６，４００万円となっており

ます。

それと、特別交付税はちょっとその辺について

はわかりませんが、一応６．４％ということで計算

いたしますと約４，０００万円、大体９億程度の影

響になるのではないかと考えております。

以上でございます。

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 不登校について学校だけ

の対応では不十分ではないか、地域や家庭を巻き

込んだ、そういったところとしっかり連携をした

サポートシステムの構築が必要ではないかという

御指摘ではないかというふうに受けとめて御答弁

をさしていただきたいと思います。

先ほど議員御指摘のように、大阪府の状況はや

っぱりワーストワンと。全国的に見ても小・中学

生の不登校の数は非常に大きい数を抱えておりま

すし、大阪府における非常に大きな教育問題の１

つであろうかと思います。

泉南市につきましては、若干不登校の数は減少

しているのかなというふうに先ほど御答弁さして

いただきましたけども、決して安心できる状況で

はございません。

それで、不登校の原因でございますけれども、

遊び非行型、あるいは無気力型、学校生活に起因

する型、それから不安などの情緒困難の形、意図

的な不登校の形もございますし、その今申し上げ

ましたような複合型の原因によって不登校になっ

てるというような状況もございます。

こういった原因を１つ１つ丁寧に分析をしなが

ら、議員御指摘のようにやっぱり登校刺激をいか

に有効に与えていくかということで、校内的には

各学校に不登校対策委員会というのを設けており



ます。これは管理職であるとか、あるいは生徒指

導、生活指導ですね。それから、養護教諭、各学

年から集まって、校内的には不登校対策委員会の

中で、そういった不登校の子供たちの原因分析、

それから家庭とのつながり、話し合い、そういっ

た場を持っております。

対外的には、学校の管理職であるとか、あるい

は担任、それから地域のいろんな子供を支援する

グループの方々、あるいは保健所の方とか、民生

・児童委員の方であるとか、そういった方々に集

まっていただいて、保護者の気持ちやとか、要望

やとか、そういったものを聞く対外的にはそうい

った委員会等も設けながら、不登校の早期解決に

向けて、さまざま学校現場としても、教育委員会

としても努力をしているということで御理解をお

願いしたいと思います。

○議長（堀口武視君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 成田議員御質問の住民

投票前に資料が提供されるのかと、そして公共料

金等の資料というんですか、そういったものも十

分なのかという御質問でございました。

先ほども答弁さしていただいてますように、現

在合併協議会の方では、合併協定項目について協

議調整を行っております。その中には、使用料、

手数料の取り扱いでありますとか、あるいは新市

建設計画、そういったものも含まれており、今順

次協議がなされてるというところでございます。

そして、あと住民投票の前に資料提供というこ

とでございますけれども、我々としましては、一

定合併の是非についての判断ができるだけの材料

としまして、税でありますとか、あるいは国民健

康保険税、介護保険料、保育料といった、そうい

った住民の生活に密着してるというんですか、そ

ういった項目につきましてはできるだけお示しし

ていく、そしてまた新市建設計画の概要等につき

ましても、同時にお示ししていくという、そうい

った必要性があろうかと、このように考えており

ます。

それで、こういった分につきましては、当然住

民投票前に各市民の方々に一定の説明できるよう

な材料を提供してまいりたいと、このように考え

ております。

－９４－

以上です。

○議長（堀口武視君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 海営宮池公園に

ついての再度のお尋ねでございます。

現在、交渉中ということで、先ほども決着がつ

いてないということで御答弁を申し上げました。

私どもとしては、この公園にかかる管理料、当然

新しい公園でございますから、当面は要らないと

いうことでございますけれども、それは別にして、

通常一般的にかかる費用、これの５年程度は持っ

てこいということで話をしておりまして、そこそ

こいいところまではいっておりますけれども、ま

だ私としては納得いかないということで、決着し

てないというところでございます。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 財政シミュレーションに

ついては、今資料として出とるのは、この１５年

の３月に出された財政シミュレーションですけど、

これね、さっき三位一体の影響で泉南の負担分は

約５億円と言われたんです。これ３市２町の負担

分は、我々の計算でどんなに低く見積もっても、

交付税と臨時財政２０数億円という３市２町で、

これ、ちょっときょう聞いたらもっと多いという

ことがよくわかりました。３市２町における交付

税減と臨時財政特例債の減は、３０億を上回る額

になるんではないかと、私は――年間ですよ。

そうすると、シミュレーションでこの１２２ペ

ージに合併に伴う特例的な交付税、補助金の数値

は約１６０億円だと。そういうのをもろもろ積み

立てたら、８３億円は実質的には黒字要素である

と、こういう大まかな計算が出とるんです。

３市２町の国からの財政、１６、１７、１８、

４年間なんですけど、１６年だけで大体３０億円

近い総収入不足なりますわな。そうすると、今考

えただけでも、１年間に３０億円ですから、平成

１３年は約３年間でまた４兆円の減の一部になり

ます。さらにもっと落ち込むと、これは。

そうすると、年間３０億円、単純には僕は計算

できない、いろいろ……、年間２０億円の税収不

足があると思うと、１０年間で約２００億ですか

ら、単独の場合に比べ合併により約１９０億円程

度の財政状況が好転すると言われとるんですけど



ね、僕は現在の国のこういう制度を見ると、かな

りこのシミュレーションでは合併しても財政の好

転は期待できないと、こういう結論を言わざるを

得ないんですけど、これはあくまでもことしの国

の三位一体における影響額でこういうシミュレー

ションの１０年間の問題なんですけど、これにつ

いて、あくまでもこの１６０億円で積立金は……、

１０年後には黒字であると言い切れるのか。

もう１つは、１６年後には国の交付税がなくな

ります。しかし、実際こんなに交付税が減ってい

ったら、１６年後の交付税というのは、その財政

シミュレーションでどうやって出すのかと。

これは長野県が出してる財政シミュレーション

の結果なんですけど、ここは思い切ったこと言っ

とるんですけどね。長野県の場合は、これはだれ

が見ても明らかなんですけど、長野県のインター

ネットを見ると、平成３２年には国の交付税は１

６年間で大体３０％減になるという計算ですわ。

それで、合併特例債も全部使ったらえらいこと

になるから、合併特例債も大体半分で計算して、

大型合併になったらどうなるかということをシミ

ュレーション出して、各市町村になっとるんです

けど、結局その結果は、合併して１６年後は合併

しない方が財政的には同じよりちょっと上に行く

んだという、こういう結果が――合併すれば交付

税は減らされないのですかと。長野県が答えとる

んです。合併算定がえにより算定される交付税額

は、これは各年度、１７年の交付税の総額、単独

のやつを計算してやるんだから、前のやつを計算

しないということなんですから、結局、市町村の

規模が大きくなると、一般的に経費の節減が可能

となり基準財政需要額が減少するため、それに伴

って地方交付税も減少しますと。

これは常識の問題なんですけど、このこともど

う、結局１０年後のシミュレーションでも、この

まま８０億円の基礎の積み立てが正しいのか、こ

のままいくのか。それから、１６年後、これは長

野県が合併特例債は半分しか使わないし、３２年

までのさっきの交付税、そういう公の計算として

長野県のすべての自治体に配っとるんです。これ

の点から見ても、財政的によくなるかというのは

非常に厳しいということを言うんですけど、その
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点はどうか。

それから、行革なんですけど、これはもっと厳

しい問題であって、合併そのものより泉南市の行

革そのものなんです。それで、この三位一体のこ

れから１６、１７、１８年は、全く泉南市の行革

とぶつかるねん、ばちっと。

それで、ことし５億円の削減ですから、この削

減額は第３次ローリング案、計算ありますわな。

これに入っとるのか、計算に。私、それを聞いて

る。これに入っとるのか。これに入っとるのかど

うかですわ、計算。全くこれ入ってなかったら、

また砂の器ではないけど、崩れるという結果にな

るんですけど、その三位一体の国のいわゆる財源

不足は、計算されてこの結果になっとるのか。も

し、計算されてなかったらえらいこっちゃね、４

兆円を３年間にわたって削るんですから。

僕の計算でも、これ平成１８年度までに２１億

の税収、一生懸命取り組んでこうなるというんで

すけど、これそのものが結局マイナスになるとい

う可能性が出てくるんですけど、これはどうお考

えなのか。１６……、４兆円ですわな。今５億円。

それはどうなっとるのか、その点についてお伺い

します。

○議長（堀口武視君） 神田助役。

○助役（神田経治君） まず、合併をしても段階補

正が弱くなりますので、その分基準財政需要額が

少なくなって、結局合併してもしなくても交付税

上は一緒じゃないかというお話でございますけど

も、これにつきましては、基本的に合併をすれば

１人当たりの行政経費が安くなるという計算統計

上の数字を交付税は使っておりますので、当然合

併して合併算定がえが終了すれば、１つの自治体

としての交付税の基準財政需要額を算定するとい

うことになりますので、今ですといわゆる激変緩

和を含めれば、１０年プラス５年で１５年、１６

年後には通常の１つの自治体としての基準財政需

要額の算定ということになります。その点では需

要額が減っていくということは、御指摘のとおり

かと思います。

ただ、その３市２町で仮に合併をすれば、人口

が２５万近くの団体になりますので、一方でスケ

ールメリットが当然働く、あるいはいろんな権限



が国なり府なりからおりてくる、そういうまさに

みずからの権能でみずからのまちづくりができる

と、そういう観点。それと、規模が大きくなりま

すので、行財政基盤が強くなる。そういう観点か

ら、いわゆる地方分権にふさわしい受け皿づくり

としては、一定合併というのが必要ではないかと

いうふうに考えてございます。

それから、もう１点は、１６年後の交付税をど

うやって計算するねんという話でございますけど

も、これは今、合併協議会の方で議論をしており

ますけども、この最近でも国の地方財政対策はさ

まざま変わってまいりますんで、それを個々に追

うことというのは非常に難しいと思います。

過去議会にお示しをさしていただいたのは、人

口が２４万ぐらいのところの１人当たりの基準財

政需要額は、総務省の方でどれぐらいで積算をし

てるのかということで一定お示しをさしていただ

きましたので、多分そういう手法も勘案して、交

付税の額を財政シミュレーションの中ではじくこ

とになろうかと思います。

それから、現在の財政健全化計画のローリング

案の中に、この三位一体改革の影響額が入ってる

のかということでございますが、これは策定した

段階でまだ具体に国の三位一体改革の内容が固ま

っておりませんでしたので、入ってございません。

ただ、財政健全化計画の眼目でございます１６

年度の黒字、１８年度経常収支比率の９３．２ポイ

ントへの引き下げということについては、この影

響を再度精査をして、第３次行革大綱、それに基

づきます実施計画の中で、この影響を吸収できる

努力をさらに重ねてまいらなければならないとい

うふうに考えてございます。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） その同じ寝屋川市２４万

の市の規模と、こっちは２４万で全然財政規模、

基準財政需要額が違うんですわ。田尻は不交付団

体でしょう。佐野も不交付団体に近いと。そうす

ると、収支から引いたら、１６年後の――今の時

点でっせ。どのぐらいの交付税があるかというと

２２億円ぐらいでしょう。違いますか。そら計算

で基準財政需要額から簡単に今のやつ計算してで

すよ。

－９６－

だけど、寝屋川は１１６億ぐらいかな。あそこ

は全然財政の不交付団体であるところと、新市が

不交付団体になるかどうかはそら別でっせ。だけ

ど、今まで仮に１０年間は特例で交付税が入って

きたとしても、これは合併後は不交付団体やった

らもう交付税入りませんからね、もうそれ以後は

何もないという計算をせなあかんし、仮に泉佐野

が不交付団体になっても、交付税は１０年間は今

やったら６０数億保証されとるけど、特例で。

しかし、１７年後は交付税はもちろん、新市の

交付税で基準財政になるから減るという計算をす

るんですか。それはそういうふうにきちっとする

のか、収支決算を。そうでしょう。１０年間とい

うのは、僕は言いたいのは、泉南の場合、それだ

けじゃないねん。４兆円といういわゆる国の三位

一体の問題が合併にも直撃するんですわ、これ、

ミサイルぶち込まれて。

それで、三位一体を前提としないシミュレーシ

ョン上げとるからね。８０億円入るんやと。しか

し、毎年の３市２町の財源を見たら、交付税とか

臨時債とかいろんな国庫負担金は減ってくるから

ね。１９０億円の財政改善なんていうのは、僕は

実際にかいたもちやと。これは財政シミュレーシ

ョンについても、結局、公共料金についても非常

に厳しいと、こういうことを率直に市民の前に僕

は言うべきではないかと思うんです。

さっきこれ言いましたけど、僕はそんな回答じ

ゃ納得できませんわ。ローリング案というのは、

１５年の９月１２日に立てたんです。この間の全

協ではこれでいけるという説明ですわ。そうでし

ょう。しかし、小泉内閣のいわゆる三位一体では、

３年間で４兆円。それで、さっき財政の方から、

行革でいったら大体５億円の財源不足があると、

そういうことを言うたでしょう。

僕、そうやったら再度これはもう見直さなあか

んと。そんな厳しい３年間だったら、１６年はそ

ういう財政でええですけど、１７年、１８年は、

さっき言ったように税収不足になったって別に交

付税補てんはされませんからね、今度はだんだん。

そうすると、もっと１７年、１８年は厳しくなる

と。ことしは５億円ですよ。その次はもっと僕は

厳しくなると思うんです。



そういう点で、これ以上言うのは僕は市長、胸

が痛くなるんだけど、この計画で果たして、また

来年の、すぐ半年たったらまた訂正しなきゃなら

ないん違うかというふうになるんですけど、僕は

このローリング案ではもたないと、財政再建計画

は。１６年は出てますけど、１７年、１８年に一

体どれだけの不足になるかという、その点ですわ。

その点どうですか。

○議長（堀口武視君） 神田助役。

○助役（神田経治君） まず、今回の三位一体改革

で私ども把握しておりますのは、先ほど財務部長

申しました９億円ということで御報告をさしてい

ただきました。

それから、これは財政健全化計画のエッセンス

は１６年度の黒字転化と１８年度の経常収支比率

の９３．２ポイントへの引き下げということでござ

いますので、毎年決算が確定しました時点で今後

の計画を精査して、その中で計画を達成するため

に必要な部分については、当然補っていく、新た

な取り組み項目をつけ加えていくということでの

ローリング案ということでございますので、それ

ぞれの個々の税収、あるいは個々の交付税額、こ

れが固まったものというふうには我々考えてござ

いませんので、そういう意味で今回の地方財政へ

の影響についても、１６年度我々の試算では９億

円ということでございますけれども、それについ

ての新たな歳入の確保あるいは歳出の抑制、そう

いったものを含めて、１６年度中に行革実施計画

の中へ入れ、また具体に取り組みをしていくと。

そういう繰り返しをすることによって、１８年度

の最終年度に健全化計画の目標でございます経常

収支比率の引き下げということを達成していきた

いというふうに考えてございます。

それから、１７年度、１８年度の三位一体改革

に伴う現時点での影響額と申しますのは、これは

現時点で私ども把握できておりません。国の方か

らもそういう影響額について具体に説明がござい

ませんので、今の時点では４兆円の国庫補助金・

負担金の削減、税源移譲という大枠は聞いており

ますけれども、個別具体のどの部分での税源移譲

になるのか、あるいはどの部分での国庫補助金の

廃止になるのかということがわかりませんので、
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泉南市として１７、１８年度の影響額については

把握はできないという状況でございます。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 無責任な話で、例えば財

政健全化計画、ローリング案では、上げる方はき

っちりと計画立てといて、ここに書かれてる１６、

１７、１８――１５から１８年の間で２１億とい

う、こういう計画はきっちり立てといて、平成１

６年の効果額は約４億ですわね。４億と書いてあ

りますわ。だけど、税収、例えば９億円となった

らマイナス５億円になるんだけど。単純計算でっ

せ。平成１６年でもう倒れとるんだけど、そうい

うことは、いやいやそうじゃないんやと、１６年

の決算が出てからそれはするんやということで引

き延ばすのかね。平成１６年の国の三位一体計画

の税収不足から見ても、もう明らかに倍以上です

わ、これ、４億と９億は。

こんなもん決算待たなくてもわかりまっせ、僕

でも。子供でも、こんなことは。４億で９億円の

不足でしょう。こんなもん子供でもわかりまっせ、

こんなこと、このことが先に見通しがあるかどう

かということは。そう違いますか。

それと、合併のやつのシミュレーションでも、

さっきの影響ですわ、三位一体の影響。合併の財

政にどんな影響を出すんだと、それは。泉南市だ

けで９億円の影響でしょう。３市２町やったらど

れだけになるんですか、年間の影響。３０億どこ

ろでないん違う、これ。そのことについて、財政

シミュレーションはどうなるんですかと。

１６年の後のことは僕もそれ出さなあかんです

けどね、現実的に合併シミュレーションの問題で、

これが破産したとなると、こんなんは合併協議会

でもすぐさま、これは三位一体計画で到底こんな

もん当てにならん計画ですと。それで、２０年の

財政シミュレーションを出すと言っとるんですけ

ど、これはいつ出すんですか。

僕、公共料金だって財源、裏について出さなあ

かんから、なかなかこんなん出せないと思います

わ。きちっと出すなら、これは１年、２年では絶

対出せないと思いますわ、こういう計算というの

は。

僕は、公共料金についても、結局３年、４年引



き延ばして新市で調整するというのが、ほとんど

合併したまちの現状ですわ。（北出寧啓君「全国

市長会で抗議してるから」と呼ぶ）まあ、そらそ

うや。

そのことをもう一遍聞きたいのと、それから引

きこもりの問題で、私は行政で――さっき、厚生

労働省ガイドラインがどういうふうに生かされ…

…、これがあるのは教育委員会じゃないんですわ。

配られとるのは厚生労働省管轄下ですから、健康

福祉課にこれは４年前に既に配られ、３年前に既

に配付されとるんですわ、これ。

そのことが対応されとるんかどうかということ

を聞いたんですけど、全国的に見ると隣の田辺市、

この田辺市では若者の引きこもり問題で専用の相

談窓口を設けて、保健婦さん３人――うちも保健

婦さんついとるんですけどね――が対応し、１人

の主任が補佐する形で、相談窓口をとりあえず、

不登校は進んどるんですけど、この引きこもり対

策については、数も把握されてないんですけど、

対応もされてないということで、保健衛生部、こ

ういう問題について、例えば田辺市では居場所―

―不登校の場合はそういう学級があるんですけど、

引きこもりの場合はそういう居場所もないと。そ

ういう深刻な問題を抱えてるということで、やっ

ぱり行政――行政だけは解決できないですからね。

行政もあるし、教育委員会もすべてが引きこもり

の窓口をつくって、そういう相談というか、田辺

市ではつくった途端に年間８０件ぐらいの相談が

あったということですわ。そのうち２０件以上が、

不登校の延長ということを言われました。すぐは

解決しないんですけどね。それでも窓口をつくっ

たら解決していくという問題です。

田辺市は市長の決断で引きこもり対策というの

を相談窓口にして、非常に深刻な状況なんですけ

ど、そういうのをつくったということを聞いとる

んですけど、こういう不登校と同じように、不登

校も大分力入れとるんですけど、引きこもりはも

っと多くおると思うんですけど、窓口などつくる

べきではないかと思うんですが、その点これは市

長にお伺いしたい。

○議長（堀口武視君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いろんな対策を講じておら
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れるとこがあるというふうに思います。私どもは

子育て支援といいますか、そういう形で行政はも

ちろん、民間団体も含めてかなり充実をしてきて

おります。先般も折り込みが入っていたかという

ふうに思います。ですから、それぞれのまちで特

徴はあるというふうには思います。また参考にさ

していただきます。

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 教育委員会といたしまし

て、小・中学生の不登校の実数については把握を

しておりますけれども、１０代、２０代の人たち

の引きこもりの実数については、現在のところ残

念ながら把握をしておりませんが、教育委員会の

組織の中に教育相談室というのがございます。そ

の教育相談室の方には、小・中学生のみならず、

高校あるいは高校以上の人たちのそういった意味

での相談を受けてるというような状況もございま

すので、現在ではその教育相談室の方で対応をし

てるという現状でございます。

○議長（堀口武視君） 神田助役。

○助役（神田経治君） 私の方から、現時点で先ほ

ど財務部長申しました９億円というのは、あくま

でも昨年度ベースでの予測値ということで一応の

影響額ということでございます。

あと、現在国の方でもこの問題、非常に大きな

問題になってございまして、地域再生事業債の発

行を認めるというようなことも聞いておりますの

で、個別の財源対策については、今後国・府に求

めていきたい。我々としては何としても１６年度

決算において黒字に転化をしたいと、このために

全力を投球していきたいと考えてございます。

それから、３市２町になった場合、研究会で出

している財政シミュレーションは大幅に狂うんで

はないかということでございますけども、その時

点での一定の目安としてお示しをさしていただい

ておりまして、現在具体の事業を含めて、３市２

町でシミュレーションをやっておりますので、ち

ょっと時期については、少なくとも住民説明会の

前までには一定のアウトラインをお示しできるん

ではないかというふうに聞いておりますけれども、

ただその３市２町の影響額をトータルしますと、

確かに相当大きな額になりますけども、逆に言い



ますと、単独で生き残っていくにはより困難な時

代になってきたというふうに言えるんではないか

というふうに考えてございます。

○議長（堀口武視君） 成田議員。

○１８番（成田政彦君） 最後に教育委員会にちょ

っとお聞きしたいんですけど、メンタル、ああい

う場合、非常に期間が短いそうですわ。それで、

やっぱり１年とか、メンタルの人たちの接触期間

を長くしてほしいと。それから、非常に手当も低

いということなんですけど、その点の改善はどう

ですか。

○議長（堀口武視君） 梶本教育長。もうごく簡単

に。

○教育長（梶本邦光君） 検討してまいりたいと考

えております。

○議長（堀口武視君） 以上で成田議員の質問を終

結いたします。

３時５５分まで休憩いたします。

午後３時２７分 休憩

午後３時５６分 再開

○副議長（井原正太郎君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

次に、５番 前田千代子君の質問を許可いたし

ます。前田議員。

○５番（前田千代子君） 皆さんこんにちは。日本

共産党の前田千代子です。５点にわたり質問をい

たします。よろしくお願いします。

とうとう大勢の自衛隊員がイラクに派兵されて

いきました、平和を願う多くの国民の声を無視し

て。今、私たちは静かな日々を平和のうちに送っ

ています。これは日本には平和憲法があるからで

す。戦争は二度としないと誓った憲法９条がある

からです。

小泉首相は、この平和の憲法を世界じゅうに広

めるために力を尽くすべきなのに、ブッシュ大統

領の求めに応じて武装した自衛隊をイラクへ送り

出してしまいました。今このときも、イラクの人

々は戦争の恐怖におびえながら暮らしているかと

思うと胸が痛みます。イラクに一日も早い平和を

と、だれもが願っていると思います。

そのために、今、私たちがしなければならない

ことは何でしょうか。平和憲法を持つ国の一員と

－９９－

して、平和の声を世界じゅうに響かせるために力

を尽くすことだと思います。

そして、今度は自衛隊だけでなく、日本国民を

丸ごと国家権力の名のもとに戦争に協力させよう

という有事関連７法案が国会に提出されようとし

ています。戦争反対だということも、協力はいや

だということも言えなくなる時代が目の前に来よ

うとしているのです。

そこで、まず平和の問題から順次４点にわたっ

て質問をいたします。

市長はいつも平和に関して積極的な発言をされ

ていますが、再度お聞きをします。自衛隊のイラ

ク派兵は明らかに憲法９条に違反していると思い

ますが、市長はどのように考えておられますか。

また、有事関連７法案は国民を強制的に戦争に協

力させるものだと考えますが、市長のお考えをお

聞かせください。

第２点目は、教育問題についてです。

施設の荒れは、心の荒れに通じると言われます。

泉南市の学校施設もほとんどが築２０年、３０年

以上になっています。子供たちが１日の大半を過

ごす学校施設こそ、ほかの何よりも先駆けて改修

しなければならないと思います。

そこで、第１は、学校施設の改修状況について

お聞きをします。

平成１５年度中、各学校・園から出された改修

要望に対する実施状況についてお聞かせください。

そして、平成１６年度実施予定の大規模改修につ

いてもお聞かせください。また、その他の主な改

修予定についてもお聞かせください。

教育の第２は、学校内と通学路の安全対策につ

いてお聞きをします。

防犯ブザー以後の新たな安全対策についてお聞

かせください。

第３は、教育問題審議会のあり方についてお聞

きします。

いじめや不登校、少年非行の問題など山積する

教育問題について論議される場としての審議会に、

子供や教師、親の声はどのように反映されるので

しょうか。特に、子供たちの生の声を受けとめる

ことが一番必要だと考えますが、いかがでしょう

か。



教育の最後は、市民体育館の改修状況について

です。

自動ドアとウオータークーラーが壊れたまま放

置されています。改修予定はいつごろですか。

第３点目は、あいぴあの利用状況についてお聞

きします。

その第１は、入浴やカラオケが昨年１０月から

有料化になって、利用状況は減っていると聞いて

いますが、大体何割方減っていますか。

第２は、おふろ場の手すりの設置は、途切れた

ところがあって利用しにくいと言われています。

改善を希望しますが、どうでしょうか。

第３は、カラオケを車いすの人でも利用できる

ようにできませんか。

第４は、カラオケの機械の操作を手助けしてく

れる人を配置できませんか。

第４点目は、コミバスについてお聞きします。

もう１台のバスをふやすには、１，５００万円あ

ればできると聞いています。泉佐野や阪南市も決

して裕福ではないと聞いていますが、３台のバス

を最初から走らせています。泉南市ではいつごろ

実現できるのでしょうか。市長のお答えもお聞き

したいと思います。

それから、細かい要望がありまして、運転手さ

んの中には、体が不自由で乗りにくい人があって

も手助けしてくれない人があったりするそうです

ので、やはり優しい運転手さんを希望したいとい

うことです。

それから、バスのアナウンスを次の停留所名だ

けを言うのではなくて、ずうっとバスが走ってい

るときに何度か丁寧にすべての停留所名を、次に

どこからどこにとまるとかいうことをアナウンス

してほしいという意見も聞いています。

それから、停留所の表示がちょっと見えにくい

ところがあるらしいので、そういうところは検討

していただきたいと思います。

バスの乗りおりに入り口のところに手すりがあ

れば乗りやすいという意見も出ていますので、改

善をお願いいたします。

最後は、まちづくりについてです。

まず第１は、歩道の整備についてです。

車いすの人が歩道がでこぼこで危ないので車道

－１００－

を走っていたり、ベビーカーの赤ちゃんが落ちそ

うになりながら歩道で乗っているのを見かけます。

なかなか目に見えて歩道整備が改善されないので

すが、今の進捗状況と今後の見通しなどについて

具体的にお聞かせください。

その２は、泉南市４駅のエレベーターの設置に

ついてです。

足が不自由で車で駅まで送ってきてもらった人

が、駅の階段を片足で上っているのを見ました。

こんな人たちに優しい泉南市にするために、ぜひ

エレベーターを設置していただきたいと思います。

今後の見通しなどについてお聞かせください。

まちづくりについての最後の質問です。サティ

が撤退して身近に買い物できる店がなくなって、

市民に、とりわけ高齢者や障害者が買い物に不便

を来しています。その後の砂川駅周辺の皆さんに

対する対策について、どう取り組まれてきたのか、

その経過と今後の見通しについてお示しをお願い

します。

以上で壇上からの質問を終わります。どうも御

清聴ありがとうございました。後は自席で質問さ

していただきます。

○副議長（井原正太郎君） ただいまの前田議員の

質問に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 非常にわかりやすい質問を

いただきまして、的確にお答えをしたいというふ

うに思います。

自衛隊のイラク派遣につきましては、人道支援

を目的として、いわゆるイラク特措法に基づいて

実施されております。イラク国内の治安、特にテ

ロ行為を考えますと、人道支援、復興支援の早期

実施に向けての自衛隊の派遣は、やむを得ない状

況にあったと考えております。

しかし、イラク国民への主権返還と治安の安定

化に伴って、国連主導による人道支援、復興支援

が図られる状況になれば、我が国の支援の主体も

自衛隊から民間主導へと移行すべきであると考え

ております。

有事関連法制、特にいわゆる国民保護法の施行

が平成１６年度中に行われ、それに伴って保護計

画並びに避難計画を都道府県、市町村において策

定し、必要に応じて訓練も実施していかなければ



ならない状況にあります。

その中で、物資の収用、土地の使用など私権の

制限が行われる場合も想定されますが、武力事態

対処法において、国民の自由と権利に対する制限

は必要最小限のものと規定されており、憲法の重

要な柱の１つである基本的人権の尊重にも配慮し

た内容であると思っております。

今後とも、市長会等を通じまして、大阪府、国

に対し、憲法の遵守はもとより、国連を初めとす

る外交によって戦争状況をつくり出さないよう最

大の努力を求めていきたいと考えております。

また、本市の保護計画、避難計画の策定に当た

りましては、大阪府、近隣自治体と連携を図り、

最大限市民の生命、財産の保護に努めてまいりた

いと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。

○副議長（井原正太郎君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 教育問題のうち教育審議

会について御答弁を申し上げます。

泉南市の就学前教育、学校教育、社会教育の各

分野に山積する教育問題を解決するために、平成

１６年度から教育問題審議会を立ち上げ、一定期

間諮問内容について御議論をいただいた後、答申

をいただく予定であります。現在、教育改革推進

本部内において、その組織、委員構成、スケジュ

ール、諮問文等について検討し、まとめておると

ころでございます。

今回は、審議会が開かれたものになるように、

市民にも入っていただく市民公募委員を各部会に

位置づけております。その他、教職員や保護者の

声を反映させるために、校園長会や教育研究会及

びＰＴＡ等から委員として参加いただく組織にし

ておるところでございます。

子供たちの声を直接審議会において聞くという

ことは、審議会の開催時間が主に午後を予定して

おりますのでできませんが、子供たちの夢や希望、

あるいは子供たちの声などよくその実態を把握し

ている保護者、教職員等が委員として審議会に参

加していますので、間接的にではありますけれど

も、子供の声は答申に反映されるものと思ってお

るところでございますので、よろしく御理解をい

ただきたいと思います。

－１０１－

○副議長（井原正太郎君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 学校施設の改修状

況及び体育館の改修状況についてできるだけ簡潔

にお答え申し上げます。

平成１５年度における小・中学校、幼稚園の改

修等の実施状況でございますが、まず教育委員会

の職員が各学校・園に出向きまして、教職員と協

力しながら保全調査を行い、優先順位に基づき改

修、修繕等を実施しているところでございます。

厳しい財政状況下でありますが、今後とも創意

工夫しながら各学校・園の要望にこたえるべく努

力してまいりたいと考えております。

平成１６年度における大規模改修の予定という

御質問がございました。

平成１６年度におきましては、信達中学校の生

徒用トイレ１階から４階までの全面改修を予定い

たしております。改修内容につきましては、床面

積約２５６平方メートルで、現状のウエット方式

からドライ方式への全面改装を行います。また、

便器の洋式化、排水、通気管設備の更新等も予定

いたしております。

また、平成１６年度における大規模改修以外の

予定という御質問がございましたけども、既に保

全調査を終了しておりまして、優先順位に基づい

て予算の範囲内におきまして、各学校・園の要望

にも配慮した改修、修繕等を実施する予定でござ

います。

それから、体育館の改修状況ということでお答

え申し上げます。

ここ２年間を見ましても、平成１４年度に消防

設備やシャワー室、平成１５年度では第１競技場

屋上部の防鳥網や電気設備の修理などを行ってま

いりました。

御指摘の自動ドアにつきましては、調子が悪く

て現在手動によって開閉を行っているのが現状で

す。この修理につきましては、平成１６年度のな

るべく早期に修繕したいと、そう考えております。

そういうことで、利用者の方にはいましばらく御

辛抱いただきたいと思います。

また、冷水器――ウオータークーラーにつきま

しても、老朽化により既に撤去いたしております。

体育館利用者の利用調査を行った上で、再度検討



してまいりたいと考えております。

利用者の皆様には、現在大変御不便をおかけい

たしておりますけども、あれもこれも一挙に解決

というわけにはまいらない状況でもあります。限

られた財源を有効に活用するため、緊急度あるい

は老朽度など優先順位をつけて順番に対応してま

いりたいと、そう考えております。

○副議長（井原正太郎君） 飯田教育指導部次長。

○教育指導部次長兼学務課長（飯田 実君） 学校

内の通学路の安全対策について御答弁申し上げま

す。

まず、学校内では、不審者の侵入を許さない体

制づくりが重要であるという認識から、登下校時

以外の校門の閉門――門を閉めております。それ

から、外来者の職員室における用件の確認、学校

敷地内の巡視等の活動とあわせ、幼稚園ではイン

ターホンと侵入者感知器、小学校ではインターホ

ンとＰＨＳ――簡易携帯電話ですが、その緊急通

報システム等のハード面の整備を進めております。

また、４月より全学校、幼稚園の正門に防犯カ

メラを設置し、職員室のモニターでの外来者の確

認に加え、警備会社への緊急連絡ボタンと正門の

フラッシュライトによる緊急事態の速やかな通報

ができるように整備を進めたいと考えております。

学校・園では不審者侵入を想定した訓練を実施

し、危機管理マニュアルが生きて働くよう努めて

おります。さらに、府警本部の協力をいただき防

犯教室を実施し、児童・生徒がみずから身を守る

方法を身につけられるよう指導していきたいと考

えております。

続きまして、通学路の安全対策ですが、地域や

家庭、関係機関や団体の皆様に協力を依頼し、子

どもを守る大人のスクラムづくりの推進を図って

まいります。教職員や保護者、ＰＴＡによる校区

パトロール、セーフティーサポート隊や市教委に

よる市内巡回パトロールに加え、１６年度から子

ども安全パトロール員と呼ぶ市民ボランティアの

方々に、登下校時に通学路や危険箇所に立ってい

ただき、子供たちを見守る体制づくりを進めてお

ります。

また、万一の場合の被害防止ということで、小

学校の児童と中学校の女子生徒全員に防犯ブザー

－１０２－

を貸与できることになり、この２月に配布いたし

ました。広報３月号では市民の皆様にもお知らせ

し、万一の場合の援助をお願いしております。

子供たちへの指導としましては、集団登下校や

複数登下校の徹底とともに、見知らぬ人に声をか

けられてもついて行かないことや、事件に巻き込

まれそうになったときには防犯ブザーを鳴らし、

大きな声で助けを求めること、こども１１０番の

家や商店などに逃げ込むこと等を事あるごとに指

導しております。

このように学校内や通学路における子供の安全

対策につきましては、学校だけでなく関係機関や

団体等地域ぐるみの取り組みとなりますよう、こ

れからも進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○副議長（井原正太郎君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 総

合福祉センターの利用状況につきましてお答えい

たします。

まず、御指摘の１点目でございますが、入浴・

カラオケ有料化に伴う利用状況についてお答えい

たします。

昨年の１０月１日から使用料の見直しによりま

して、浴室、カラオケにつきましても一部受益者

負担をお願いしているところでございます。

有料化に伴う利用状況でございますが、平成１

５年１０月から平成１６年２月までの５カ月間と、

平成１４年の１０月から平成１５年２月のそれぞ

れの５カ月間、いわゆる有料化する前と有料化後

を比較さしていただきますと、浴室におきまして

は５カ月間で１万４，７８２人、１カ月平均に置き

かえますと２，９５６人。これが有料化後９，０６１

人、１カ月平均では１，８１２人となってございま

して、５カ月トータルとしては５，７２１人、１カ

月平均に直しますと１，１４４人となっておりまし

て、約４割の減となってございます。

また、カラオケでございますが、同じく５カ月

間で比較しますと５，３０６人、１カ月平均では１，

０６１人から３，０３４人、１カ月平均では６０６

人となっておりまして、差が２，２７２人、１カ月

平均で４５４人となっておりまして、浴室と同様

に約４割減ということになっております。



また、御指摘の浴室の手すりの件でございます

が、建設時におきまして取りつけ可能な部分につ

きましては設置済みでございますが、御指摘の箇

所につきましては、構造上の取りつけの関係がご

ざいまして、可能かどうかという点もございます

が、再度現場調査を行いまして検討さしていただ

きたいと考えております。

また、カラオケ室におきましての職員の配置の

問題でございますが、現在常に配置しておらない

ということで、御迷惑をおかけしておるという状

況がございます。今後、できるだけこのカラオケ

室の利用者に御迷惑をおかけしないような対応に

ついて検討してまいりたいと、このように考えて

おります。

また、カラオケ室の車いすの対応につきまして

も、バリアフリー化の観点から、御指摘の入り口

部のスロープの改修につきまして検討させていた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○副議長（井原正太郎君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 私の方から、

コミバス（さわやかバス）について御答弁さして

いただきたいと思います。

現在、さわやかバスは、市役所、あいぴあ泉南

などの公共施設を中心に、市内のそれぞれの地域

を循環する４つのコースを設定し、各コース１日

４便ずつ、計１６便を２台のバスがフル稼働で運

行しているところでございます。

バスの増便につきましては、運行経費的な検討

がどうしても必要となってまいります。現在、生

活路線バスを統合するなど工夫することよって、

バス台数を３台にするなど実質的な検討を行って

おりますが、実現にはいましばらくかかる予定で

ございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

また、障害のある方、あるいはお年寄りの方が

乗りやすいように低床式のバスを導入するととも

に、車いすの方も利用しやすいようにリフトつき

バスで運行しております。

議員御指摘のバス乗降口に手すりを設置してほ

しいということに関しましては、バスの構造上、

検討すべき点がございますので、現在運行事業者

－１０３－

並びにバスメーカーにおいて、設置できるかどう

か検討協議しているところでございます。

それ以外に御指摘のございました運転手さんに

つきましても、サービス業の基本でございますの

で、その辺の指導を我々の方ではしていきたいと

いうふうに思います。

また、アナウンスでございますけど、これはバ

スの一番前に字幕というんですか、電気式の字幕

で次の停留所はどこです、それでボタンを押しま

すと何々のバス停へとまりますというような表示

をしております。私も何回か利用さしていただき

まして、そのときは不便には思わなかったんです

けれども、考えますと、いろんな障害者の方もお

られます。アナウンスの件につきましては、今後

また検討ということで課題にさしていただきたい

というふうに思います。

それから、もう１点ございました停留所が見え

にくいということでございます。

この部分につきましては、場所をまた御指示い

ただきますと、我々の方で可能な限り見えやすい

ような形に改善していきたい、そのように思いま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。

それから、まちづくりの中のライフ、サティ跡

への商業施設の誘致ということについてお答えさ

していただきます。

商業施設である大型店はもちろん、商店街など

は、人口密度により商店、飲食店などが集積して

誕生し、その時代に応じて変化を遂げながら時代

に適合して存続し続けてきたものであります。こ

れらを構成する大規模小売店舗や飲食店などの役

割は、言うまでもなく消費者が望む商品やサービ

スを適正に提供することであります。

しかしながら、最近大規模小売店舗などの撤退

など、内陸部における空洞化が顕著であることか

ら、本市といたしましても空き工場、空き店舗な

どの対策に力を注ぐべく、今般泉南市企業誘致促

進連絡会を設置し、市内の空き工場等の情報と進

出希望の情報収集により、用途地域に合わせた企

業誘致に努め、既存市街地の活性化を図ってまい

りたいと考えているところであります。

また、御指摘のサティの撤退の跡地でございま

すけれども、所有者の方には常々から早く商業施



設として再開していただきたいというようなこと

をお願いしているところでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

以上です。

○副議長（井原正太郎君） 山野都市整備部長。

○都市整備部長（山野良太郎君） 私の方から、ま

ちづくりについての中の歩道の整備とエレベータ

ーの設置につきまして御答弁を申し上げます。

議員には議会ごとに同様の御質問をいただきま

して、恐縮をいたしております。本市では平成１

４年度に泉南市交通バリアフリー基本構想を策定

いたしましたことは、御存じのとおりかと思いま

す。

御指摘の歩道の整備は、この基本構想の目指す

ものの１つでございまして、和泉砂川駅から牧野

区民センターまでの府道和泉砂川停車場線を特定

経路、また泉南市文化ホールや図書館の前の主要

地方道泉佐野岩出線、これを準特定経路と定め、

舗装や側溝ぶたの改修、横断勾配の改善、誘導ブ

ロックの設置や、歩道のない箇所には歩道の設置

を行うよう、また歩道内の電柱の移設等を促進し、

歩道幅員を確保する等に努めてまいりたいという

ふうに考えておりまして、その他の路線につきま

しても、おのおのの経路の改善項目を掲げ、整備

に努めてまいりたいというふうに考えております。

今年度におきましては、国道２６号線はバリア

フリー化に向けた歩道の工事を施工中でございま

す。また、府道泉佐野岩出線は歩道のグレーチン

グの取りかえ、市道樽井大苗代新家線の泉南中学

校の横、歩道の中央部にありました電柱の移設を

行ったところでございます。今後とも、この趣旨

に基づきまして努めてまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

それと、エレベーター設置の件でございますけ

れども、平成１２年１１月に施行されました高齢

者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動

の円滑化の促進に関する法律、長うございますけ

れども、いわゆる交通バリアフリー法に基づきま

して、先ほどもお答えを申し上げましたように、

本市は平成１４年度に和泉砂川駅周辺地区交通バ

リアフリー基本構想の策定を行いました。この基

本構想は、和泉砂川駅周辺について、駅またはバ

－１０４－

ス車両のバリアフリー化の推進、駅を基点とした

一定の地区において、信号機等のバリアフリー化

を平成２２年までに重点的かつ一体的に推進する

内容が盛り込まれているところでございます。

和泉砂川駅につきましては、エレベーターの設

置、トイレの改造、手すりの設置等バリアフリー

を考慮した駅を目指して対策がとられるというと

ころでございます。そのほか３駅につきましては、

エレベーターの設置につきまして、今後鉄道会社

とも検討してまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

以上でございます。

○副議長（井原正太郎君） 前田議員。

○５番（前田千代子君） どうもありがとうござい

ました。それでは、再質をさせていただきます。

サティが撤退してその後、身近で買い物ができ

るお店がなくて、本当に市民の皆さんは困ってお

られるんですけれど、商工業者の人にもいろいろ

と話しかけているというような御答弁だったよう

に思うんですが、その経過ですね。少しわかりや

すく教えてほしいのと、それから今後の見通しに

ついてお答えをお願いします。

○副議長（井原正太郎君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） サティの撤退

の経過ということでございますけれども、サティ

はもともと会社自身の経営状況が悪化してまいり

ました。これは全体的な話ですね。その中で、採

算性、不採算な店ということで、泉南サティが候

補に上げられてきたということでございます。そ

れで、何度かそんなお話があった中で、最終的な

判断が昨年の６月に、もうこれで撤退するという

形になって以降、今現在まで閉店の状態が続いて

るということでございます。

それ以降につきましては、所有者の方が次再開

するべくいろんな御努力をされたというふうに聞

いております。その期間については、いろんな話

が紆余曲折あるかというふうに思いますけれども、

我々の方はちょっとそこまで具体的にどんな話が

あったということではございません。現在の状況

は、そのまま閉店したというままでございます。

ただ、本当にいろんな方々からやはり不便だと

いうこともお聞きしますので、機会あるごとに情



報を収集したり、そういう形でお願いしているの

が現実でございます。

以上でございます。

○副議長（井原正太郎君） 前田議員。

○５番（前田千代子君） そうしましたら、前には

何か万代が入るようなことも何度かうわさに聞い

ては立ち消えになってるんですけれど、そういう

具体的にどういうお店がいつごろ来るということ

は、今のところまだわからないということでしょ

うか。

○副議長（井原正太郎君） 梶本市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（梶本敏秀君） 御指摘のとお

り、私どもの方にはいつまた再開するという連絡

は受けておりません。この辺のところは、所有者

の方がいろんな協議の中で決まれば、また御報告

いただけるかなと思います。

以上でございます。

○副議長（井原正太郎君） 前田議員。

○５番（前田千代子君） 次は、あいぴあのことな

んですが、やはり有料化になって４割方の人が行

かなくなったという今御答弁をいただいたんです

けどね、やはり福祉センターという名前からする

と、有料化というのはちょっと似合わないと思う

んですよね。それで、半額にするか、もしくはも

との無料に戻す、そういう方向はないんでしょう

か。

○副議長（井原正太郎君） 楠本健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（楠本 勇君） 先

ほども申し上げましたように、有料化に伴って４

割減っておるという状況の中で、御指摘のカラオ

ケにつきまして半額にできないかということでご

ざいますが、これまでも御指摘されておりますが、

カラオケの機械につきましては、現在１００円と

いう形の機械しかございません。５０円で１曲か

けられないのかということで、メーカーなり、あ

るいはカラオケ業者なりにいろいろと検討した経

緯がございます。

さらに、少しでも安く歌っていただけるという

ことを考える中で、何とか工夫できないかという

ことであらゆる角度から今検討してございます。

難しい問題でございますけども、今後もできるだ

け何とか検討してまいりたいと、このように考え

－１０５－

ておりますので、よろしくお願いします。

○副議長（井原正太郎君） 前田議員。

○５番（前田千代子君） 次は、教育のことでもう

少しお尋ねします。

１５年度中、学校・園の主な改修の状況とか、

そういうところをもう少し詳しくお聞きしたいと

いうことと、それからどこかの、他県なんですけ

れども、先生と保護者の人と子供たちが話し合っ

て、だんだんと学校の状態をよくしていったとい

うことを聞いたことがありますので、子供たちの

声を無視するということでは、先生とか保護者を

通じて子供たちの声を間接的に審議会で反映でき

るというふうにお聞きしたんですけれど、やはり

子供たちの生の声を聞ける、そういう場所も何回

かつくっていただけるようにしたらと思うんです

が、いかがでしょうか。

○副議長（井原正太郎君） 梶本教育長。

○教育長（梶本邦光君） 先ほど御答弁を申し上げ

ましたように、審議会の中においては、子供たち

の声を直接聞くということはできないというふう

に思っております。

ただし、中間報告会であるとか、最終答申につ

いての報告会であるとか、そういった場面で子供

たちも参加するかもしれませんし、そういった中

で子供たちの声を聞く場面を設けることができる

のかなというようなことも考えております。

○副議長（井原正太郎君） 馬野教育総務部次長。

○教育総務部次長兼教育総務課長（馬野史朗君）

１５年度における各学校・園の改修内容というこ

とですけども、これは幼稚園９園、小学校１１、

中学校４というふうに非常にたくさんございます

ので、個々一々全部説明ということは大変でござ

いますので、平成１５年度におけます各学校・園

の要望に対しまして、約８０％前後の実施率とい

うふうに考えていただければ結構だと思います。

以上です。

○副議長（井原正太郎君） 前田議員。

○５番（前田千代子君） 次は、少しコミバスのこ

とでお聞きいたします。

市長の市政運営方針を読ませていただきますと、

やはりさわやかバスが多くの市民の皆さんに御利

用いただけるように努めてまいりますというふう



に書かれてありますので、この今の２台というこ

とでは、待ち時間も２時間もしくは２時間以上あ

ることがあって、本当に便利という言葉には少し

ほど遠いんじゃないかと思いますので、どうにか

して阪南市のようにもう１台ふやして６コース走

れるように、そういうふうに何とか知恵を絞って

していただけたらと思うんですが、市長のお考え

はいかがでしょうか。

○副議長（井原正太郎君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど部長がお答えしまし

たように、我々も何とかその知恵を出そうという

ことで、さまざまな検討をいたしております。特

に、既設の路線バスですね。これも一部助成金を

出してるということがございますんで、それとコ

ミバスと若干重複してる路線もございますんで、

そのあたりを統廃合することによって、丸々１台

新たに運行させる費用というのもやっぱりかなり

大きいもんですから、それらとうまく統廃合とい

いますか、もう一度見直すことによって、その助

成金の削減の後、あわせてコミバスをもう１台と

いうような手法がとれないかということで検討い

たしておるところでございますので、これは一応

路線認可を受けてる路線でもございますんで、時

間も若干かかるわけでございます。

ただ、それらの知恵を出す検討は、いろいろバ

ス会社も含めてやっておりますので、いずれ何と

かもう少し利用しやすい、あるいは利用の非常に

便利なコミバスに向けて対応を考えていきたいと

思っております。

○副議長（井原正太郎君） 前田議員。

○５番（前田千代子君） そしたら、本当に市民の

皆さんが待っていると思いますので、ぜひあと１

台一日も早くふやしていただきますように御検討

をお願いいたします。

それで、平和の問題で市長にいろいろとお考え

をお聞きしたんですが、これはこういう泉南市議

会じゃなくて国会で論議するようなことと違うの

かという御意見も耳に入ってきたんですが、やは

り非核平和都市宣言をしている泉南市でもありま

すので、泉南の地から平和の声を発信していけた

らいいなと思っています。

それで、先ほどの市長の御答弁では、憲法の遵
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守とおっしゃったのかな。憲法の基本的人権とか、

そういうすばらしいところは守っていきたい、有

事関連法案ができても守っていきたいというふう

に私は受けとったのですが、でも今のところ自衛

隊員はだれも亡くなったということは聞いてない

んですが、皆さん命がけで行っていると思うんで

すよね。ここで死者とか出たら、やはり自衛隊を

志望する若者も少なくなってくると、だんだんと

徴兵制というものがしかれてくるような、そうい

う危惧を感じるんです。

そういうときに市長はどのように対応されるの

かということをお聞きしたいのと、それから有事

関連７法案、いろんな法律があるんですけれど、

その中には命令に従わなかったら２０万円、３０

万円の罰金を取るというような条項もありますし、

そういうことに対しては、憲法を守るという絡み

でどういうふうに考えておられるのかということ

と、それから前の議会でも関空の軍事利用は許さ

ないというふうにおっしゃってるんですが、こう

いう法律が成立してもこの気持ちはずっと貫かれ

るのでしょうか。それをお聞きいたします。

○副議長（井原正太郎君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、徴兵制という非常に

飛躍した御質問でございますが、日本国憲法から

してそういうことはあり得ないと考えております

から、それ以上お答えできません。それはないと

いうことだというふうに思っております。

それから、有事関連法案について、私権の制限

が加えられた場合、それに従わない者に対しての

罰則ということでございますけれども、これは外

から日本が攻撃され、しかもその日本国民の生命、

財産等が非常に危うくなると、あるいはそういう

状態になったというときに、防衛上、一定やはり

専守防衛という国の防衛からして、対応せざるを

得ないという中での１つの私権制限であるわけで

ございます。

ただ、その中身については、先ほども言いまし

たように、あくまでも国民の権利に関する問題と

いうのを最大限に尊重する中で、そういう私権制

限については必要最小限の協力をいただくという

ことが趣旨でございますので、御理解をいただき

たいと思います。



それから、関空の軍事利用につきましては、平

成１２年１１月に関空会社に対しまして、関西国

際空港への軍用機の乗り入れ禁止の要請書を既に

提出しておりますけれども、これまでも本議会に

おいて機会あるごとに軍事利用反対の意思表示を

行っているところでございます。これらの経緯を

踏まえまして、今後とも軍事利用といいますか、

そういう利用の仕方ということについては反対の

立場でございます。

○５番（前田千代子君） 結構です。

○議長（堀口武視君） 以上で前田議員の質問を終

結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明１０日午前１０時から本会議を継

続開議したいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（堀口武視君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

１０日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時４７分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 堀 口 武 視

大阪府泉南市議会議員 真 砂 満

大阪府泉南市議会議員 巴 里 英 一

－１０７－


